
は
じ
め
に

　令
和
七
年
、
沖
縄
県
・
那
覇
市
が
所
有
す
る
「
琉
球
家
譜
」（
以
下
、
家
譜
）と
「
琉

球
家
譜
関
係
文
書
」
が
国
の
重
要
文
化
財
へ
指
定
さ
れ
た
。
家
譜
は
諸
士
の
各
家

に
か
か
る
履
歴
で
あ
り
、
士
身
分
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
っ
た
。

　そ
も
そ
も
家
譜
は
、
近
世
琉
球
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
主
と
し
て
国
内
の
身
分
秩
序

1

や
門
中
形
成

2
の
観
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
た
。
と
り
わ
け
家
譜
の
成
立
過
程
や
書
式
、
記
載
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
、

家
譜
が
琉
球
社
会
に
お
け
る
身
分
制
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に

田
名
真
之
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

3

。
田
名
氏
の
家
譜
研
究
は
史
料

批
判
を
通
じ
て
、
そ
の
信
頼
性
や
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
大
き
な
成
果

と
言
え
よ
う
。
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
歴
史
史
料
と
し
て
の
「
家
譜
」
が
確
立
し

た
か
ら
で
あ
る
。

　た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
家
譜
を
静
態
的
な
史
料
と
し
て
捉
え

る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
王
国
を
取
り
巻
く
対
外
関
係

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
家
譜
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
。
こ
う

し
た
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
近
年
、
麻
生

伸
一
氏
が
冊
封
儀
礼
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
中
で
、
史
書
・
家
譜
に
つ
い
て
部

分
的
な
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る 

。

　そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
対
中
国
外
交
、
と
り
わ
け
冊
封
使
と

の
関
係
に
着
目
し
、
琉
球
家
譜
が
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
て
い
た
の

か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
①
首
里
王
府
に
よ
る
家

譜
の
編
纂
状
況
、
②
王
府
の
活
用
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
③
家
譜

が
対
中
国
外
交
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
帯
び
て
い
た
の
か
。
こ

の
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
家
譜
を
国
内
秩
序
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら

ず
、
対
外
関
係
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
な
お
し
、
対
中
国
外
交
の

中
か
ら
、
家
譜
の
も
う
一
つ
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　琉
球
家
譜
の
概
要

　ま
ず
、
琉
球
家
譜
の
編
纂
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
先
行

研
究
に
よ
れ
ば
、
琉
球
家
譜
の
編
集
は
四
度
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る

5

。

①
順
治
七
（
一
六
五
〇
）
年
に
羽
地
朝
秀
に
よ
る
『
中
山
世
鑑
』
の

編
纂
が
そ
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
。

②
康
熙
九
（
一
六
七
〇
）
年
に
な
る
と
、
羽
地
朝
秀
に
よ
る
諸
士
へ

の
系
図
家
譜
の
提
出
を
命
じ
た
こ
と
。

③
大
里
王
子
朝
亮
が
家
譜
の
総
裁
役
と
な
り
、
系
図
改
正
を
行
っ
て

い
た
こ
と
。
た
だ
し
、『
琉
球
国
旧
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
里
朝
亮

が
病
で
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
事
業
は
頓
挫
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
本
格
的
な
家
譜
の
編
纂
は
ス

タ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
王
府
に
よ
る
家
譜
編
集
令
は
、
康
煕
二
八

（
一
六
八
九
）
年
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
御
系
図
座
と
い
う
部
署
が

設
置
さ
れ
、
家
譜
の
管
理
・
保
管
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
編
集
令
の
際
に
、
家
譜
は
二
部
作
成
さ
れ
、
一
部
は
御
系
図

座
に
保
管
、
も
う
一
部
は
各
家
に
「
首
里
之
印
」
を
押
し
頒
賜
し
た
。

こ
れ
は
、
王
府
の
認
定
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

公
文
書
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

家
譜
は
五
年
に
一
度
、
追
加
編
集
（「
仕
次
」）
が
行
わ
れ
、
内
容
の

更
新
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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が
分
か
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
家
譜
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
和
系
・
唐
系
が
平
行
し
な
が
ら
も
「
か

な
交
」
じ
り
で
作
成
さ
れ
た
家
譜
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
 １1

。
先
行
研

究
で
は
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
と
変
更
し
た
点
が
強
調
さ

れ
て
い
る
が
、
王
府
の
命
に
よ
っ
て
家
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
当
初
、
家
譜
の
書
式

は
定
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
三
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と

な
れ
ば
、
和
系
格
・
唐
系
格
が
あ
る
一
方
で
、「
か
な
交
」
の
系
格
も
あ
り
、
そ
れ

が
御
系
図
座
で
認
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
か
な
交
」
格
の
家
譜

は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
言

え
る
。

　第
二
は
、
諸
士
全
体
ま
で
家
譜
の
手
続
き
方
法
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
無
用
な
作
業
が
多
く
な
り
、
御
系
図
座
の
業
務
が
逼
迫
し
た
事

態
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
士
社
会
の
中
で
、
家
譜
制
度
が
未
成
熟
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
よ
っ
て
何
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
身

分
を
超
え
る
不
正
編
入
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
百
姓

に
よ
る
士
身
分
へ
の
不
正
編
入
を
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
推
論
さ
れ
る
。
史
料
で

は
「
掠
入
」
と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
 １２

。

　そ
の
よ
う
な
中
で
、
家
譜
を
所
管
す
る
御
系
図
座
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
関
係
史
料
を
見
て
い
く
と
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
系

図
座
で
は
臨
時
職
員
を
含
め
た
職
員
の
増
員
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
向
姓
家
譜

　

湧
川
家
」
十
世
朝
根
の
譜
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

【
史
料
３
】

【
史
料
３
】 １3

御
系
図
座
之
儀
、
諸
士
之
系
録
仕
次
調
部
方
数
十
年
相
滞
候
付
而
、
当
日
中
取

三
人
迄
ニ
而
者
、
急
度
取
調
難
成
万
事
支
罷
成
事
候
、
依
之
中
取
三
人
之
外
一

節
調
部
方
加
勢
拾
弐
人
相
立
、
仕
次
調
部
方
相
勤
さ
せ
…

　こ
れ
は
、
十
世
朝
根
が
雍
正
六
（
一
七
二
八
）
年
に
御
系
図
座
の
中
取
へ
任
職
さ

れ
た
際
の
記
事
に
添
付
さ
れ
て
い
る
収
録
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
系
図

座
で
行
う
記
事
の
追
加
（「
仕
次
」）
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
作

業
が
数
十
年
滞
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
中
取
を
三
人
に
増
員
し
た
が
、
そ

れ
で
も
対
処
が
で
き
ず
臨
時
の
「
加
勢
」
一
二
人
増
員
を
し
た
云
々
と
あ
る
。
こ
う

し
た
御
系
図
座
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
る
点
は
乾
隆
期
に
も
継
続
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
毛
姓
家
譜

　大
工
廻
家
」
の
八
世
安
篤
の
譜
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

【
史
料
４
】

【
史
料
４
】 １4 
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　志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上

右
者
此
節
代
合
仕
筈
候
處
、
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十
年
餘
相
滞
候
方
茂
有

之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
、
加
勢
中
取
等
申
付
相
勤
候
最
中
代
合
仕

候
而
ハ
差
支
候
由
ニ
而
、
御
系
図
惣
奉
行
被
申
出
趣
有
之
候
間
、
今
一
詰
勤
越

被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
事
、

　
　十
二
月
昨
日

　　本
史
料
は
志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上
安
篤
が
乾
隆
三
六
（
一
七
七
一
）
年
に
御
系
図

中
取
へ
任
職
さ
れ
た
際
の
収
録
文
書
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
御
系
図
中
取
の
任
を

交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
の
「
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十

年
餘
相
滞
候
方
茂
有
之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

家
譜
へ
追
加
記
事
の
申
請
を
行
う
「
仕
次
」
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は

滞
っ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　以
上
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
御
系
図
座
に
お
け
る
家
譜

の
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
系
図
座
は
職
員
の
増
員

と
査
証
の
強
化
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大
幅
な
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　さ
て
、
こ
う
し
た
御
系
図
座
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
士
社
会
で
家
譜
編
纂
手
続
き
に
対
し
、
苦
慮
し
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
系
図
座
に
よ
る
業
務
の
遅
延 

は
、
む
し
ろ
王
府
が
家
譜
へ
掲

載
す
る
情
報
を
安
易
に
認
め
ず
、
厳
格
な
検
証
を
試
み
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
府
は
正
し
い
記
録
と
し
て
の
家
譜
の
編
纂
を
目
指
し
た
証
左

で
あ
る
。

　さ
て
、
次
に
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
久
米
村
系
家
譜
と
首

里
・
那
覇
・
泊
系
家
譜
の
書
式
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
久
米
村
士
の
家
譜

は
唐
系
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
族
譜
・
宗
譜
に
倣
っ
た
編
集
方
法
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
書
式
も
唐
系
格
で
あ
っ
た
。
唐
系
格
は
五
世
代
で
一
組
と
さ

れ
て
お
り
、
世
代
順
に
上
か
ら
下
へ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
首
里
系
な
ど
と
は

違
っ
て
、
代
々
一
字
を
継
承
す
る
名
乗
り
な
ど
は
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
唐
名

の
実
名
部
分
で
あ
る
「
諱
」
で
記
さ
れ
て
い
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
首
里
・
那
覇
・
泊
系
は
当
初
は
和
系
格
で
あ
っ
た
。
和
系
格
は

系
図
を
上
か
ら
下
、
下
か
ら
上
へ
と
横
に
ず
ら
し
な
が
ら
繋
い
で
い
る
。
ま
た
世
代

を
記
し
て
い
な
い
。
紀
録
で
は
室
（
妻
）・
子
ど
も
の
記
載
は
な
い
の
も
特
徴
的
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
次
第
に
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
変
化
す
る
の

で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
琉
球
の
士
で
主
流
と
な
っ
た
唐
系
格
の
家
譜
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成

は
三
段
階
で
成
立
し
て
い
る
。
第
一
は
序
文
で
あ
る
。
門
中
の
和
睦
を
目
的
と
考
え

ら
れ
、
家
譜
を
編
纂
し
た
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
御
系
図
座
の
審
査

対
象
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
系
祖
な
ど
の
先
祖
に
関
わ
る
由
来
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
序
文
は
門
中
の
始
ま
り
と
な
る
本
家
の
家
譜
に
多
い
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。
第
二
は
世
系
図
で
あ
る
。
概
ね
五
世
代
ご
と
に
記
さ
れ
て
お
り
、
一
枚
目

に
は
「
首
里
之
印
」
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兄
弟
の
配
列
は
昭
穆
を
意
識
し
て

構
成
さ
れ
て
お
り
、
長
男
・
長
女
が
真
ん
中
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
誕
生
順
に
左
・

右
・
左
・
右
と
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
配
列
さ
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
両
端
に

は
「
系
紀
之
印
」・「
系
紀
封
印
」
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る

6

。
こ
れ
は
、
個
人

に
よ
る
勝
手
な
書
き
継
ぎ
を
防
ぐ
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
家
譜
記

録
で
あ
る
。
家
譜
記
録
に
は
、
久
米
村
系
の
場
合
は
、
項
目
別
に
書
か
れ
て
お
り
、

首
里
・
那
覇
・
泊
系
だ
と
王
代
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族
構
成
・

位
階
・
褒
賞
記
事
・
領
地
関
係
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
仕
次
」

を
行
う
際
に
、
証
拠
書
類
（
任
職
文
書
な
ど
）
が
無
け
れ
ば
書
き
記
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
前
段
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
琉
球
家
譜
の
成
立
は
、
王
府
に
と
っ
て
家
臣

団
の
把
握
が
目
的
で
あ
っ
た
。
家
譜
成
立
以
前
は
、
琉
球
国
王
の
名
で
発
給
さ
れ
る

「
琉
球
辞
令
書
」7

に
よ
っ
て
諸
士
の
統
制
を
図
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
琉
球
家

譜
の
成
立
は
、
旧
来
の
「
琉
球
辞
令
書
」
に
よ
る
編
成
方
式
、
琉
球
国
王
が
各
人
ご

と
に
地
位
を
安
堵
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
家
筋
・
家
と
い
う
社
会
組
織
そ
の
も
の

の
地
位
を
系
図
家
譜
に
よ
っ
て
認
定
す
る
方
針
へ
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
で
、
一
六
八
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
家
譜
の
編
纂
は
、
当
初
ど
う
い
う
状

況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
、
そ
の
状
況
を
検
討
し
て
み

た
い
。

　ま
ず
、
那
覇
の
行
政
機
関
で
あ
る
親
見
世
で
編
纂
さ
れ
た
「
乾
隆
四
年

　親
見
世

日
記
」
の
収
録
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
１
】

【
史
料
１
】8

諸
士
家
譜
仕
次
之
儀
、
冊
分
ケ
不
仕
内
者
系
本
よ
り
一
手
ニ
總
可
差
出
之
處
、

系
内
之
者
銘
々
相
調
冊
数
差
出
、
或
ハ
仕
次
之
格
式
不
案
内
之
方
も
有
之
、
調

部
方
ニ
差
支
之
為
、
系
主
ニ
テ
相
調
候
而
相
調
印
形
ニ
テ
可
差
出
事
、

　本
史
料
は
、
御
系
図
座
中
取
か
ら
町
方
（
那
覇
・
久
米
村
な
ど
）
へ
下
達
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
家
か
ら
分
家
す
る
際
に
作
る
冊
分
を
行
わ
な
い
間

は
、
本
家
が
取
り
ま
と
め
て
御
系
図
座
へ
提
出
す
る
と
こ
ろ
、
一
部
の
者
が
そ
れ
ぞ

れ
系
図
座
へ
提
出
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
仕
次
の
形
式
も
理
解
し
て
お
ら
ず
提
出

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
た
め
、
事
前

に
、
本
家
の
者
が
精
査
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　ま
た
、
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
も
見
い
だ
せ
る
。

【
史
料
２
】

【
史
料
２
】9  

一
、
唐
系
・
和
系
、
或
ハ
か
な
交
、
届
次
第
被
仰
付
置
候
、
然
者
仕
次
之
調
様

不
案
内
之
方
も
有
之
、
調
部
方
ニ
差
支
申
候
間
、
各
系
格
見
合
相
調
可
差
出

事
、

　【史
料
２
】
に
よ
れ
ば
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
唐
系
格
・
和
系
格
・
か
な
交
じ

り
で
御
系
図
座
へ
提
出
を
行
い
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
仕
次
の
書
式
に
つ
い
て
理
解

し
て
い
な
い
者
が
お
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

各
々
の
書
式
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
家
譜
の
編
纂
直
後
の
士
社
会
に
お
け
る
家
譜
へ
の
認
識

−129−（2）

が
分
か
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
家
譜
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
和
系
・
唐
系
が
平
行
し
な
が
ら
も
「
か

な
交
」
じ
り
で
作
成
さ
れ
た
家
譜
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
 １1

。
先
行
研

究
で
は
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
と
変
更
し
た
点
が
強
調
さ

れ
て
い
る
が
、
王
府
の
命
に
よ
っ
て
家
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
当
初
、
家
譜
の
書
式

は
定
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
三
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と

な
れ
ば
、
和
系
格
・
唐
系
格
が
あ
る
一
方
で
、「
か
な
交
」
の
系
格
も
あ
り
、
そ
れ

が
御
系
図
座
で
認
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
か
な
交
」
格
の
家
譜

は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
言

え
る
。

　第
二
は
、
諸
士
全
体
ま
で
家
譜
の
手
続
き
方
法
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
無
用
な
作
業
が
多
く
な
り
、
御
系
図
座
の
業
務
が
逼
迫
し
た
事

態
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
士
社
会
の
中
で
、
家
譜
制
度
が
未
成
熟
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
よ
っ
て
何
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
身

分
を
超
え
る
不
正
編
入
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
百
姓

に
よ
る
士
身
分
へ
の
不
正
編
入
を
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
推
論
さ
れ
る
。
史
料
で

は
「
掠
入
」
と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
 １２

。

　そ
の
よ
う
な
中
で
、
家
譜
を
所
管
す
る
御
系
図
座
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
関
係
史
料
を
見
て
い
く
と
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
系

図
座
で
は
臨
時
職
員
を
含
め
た
職
員
の
増
員
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
向
姓
家
譜

　

湧
川
家
」
十
世
朝
根
の
譜
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

【
史
料
３
】

【
史
料
３
】 １3

御
系
図
座
之
儀
、
諸
士
之
系
録
仕
次
調
部
方
数
十
年
相
滞
候
付
而
、
当
日
中
取

三
人
迄
ニ
而
者
、
急
度
取
調
難
成
万
事
支
罷
成
事
候
、
依
之
中
取
三
人
之
外
一

節
調
部
方
加
勢
拾
弐
人
相
立
、
仕
次
調
部
方
相
勤
さ
せ
…

　こ
れ
は
、
十
世
朝
根
が
雍
正
六
（
一
七
二
八
）
年
に
御
系
図
座
の
中
取
へ
任
職
さ

れ
た
際
の
記
事
に
添
付
さ
れ
て
い
る
収
録
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
系
図

座
で
行
う
記
事
の
追
加
（「
仕
次
」）
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
作

業
が
数
十
年
滞
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
中
取
を
三
人
に
増
員
し
た
が
、
そ

れ
で
も
対
処
が
で
き
ず
臨
時
の
「
加
勢
」
一
二
人
増
員
を
し
た
云
々
と
あ
る
。
こ
う

し
た
御
系
図
座
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
る
点
は
乾
隆
期
に
も
継
続
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
毛
姓
家
譜

　大
工
廻
家
」
の
八
世
安
篤
の
譜
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

【
史
料
４
】

【
史
料
４
】 １4 

　
　
　覚　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　御
系
図
中
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上

右
者
此
節
代
合
仕
筈
候
處
、
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十
年
餘
相
滞
候
方
茂
有

之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
、
加
勢
中
取
等
申
付
相
勤
候
最
中
代
合
仕

候
而
ハ
差
支
候
由
ニ
而
、
御
系
図
惣
奉
行
被
申
出
趣
有
之
候
間
、
今
一
詰
勤
越

被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
事
、

　
　十
二
月
昨
日

　　本
史
料
は
志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上
安
篤
が
乾
隆
三
六
（
一
七
七
一
）
年
に
御
系
図

中
取
へ
任
職
さ
れ
た
際
の
収
録
文
書
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
御
系
図
中
取
の
任
を

交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
の
「
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十

年
餘
相
滞
候
方
茂
有
之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

家
譜
へ
追
加
記
事
の
申
請
を
行
う
「
仕
次
」
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は

滞
っ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　以
上
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
御
系
図
座
に
お
け
る
家
譜

の
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
系
図
座
は
職
員
の
増
員

と
査
証
の
強
化
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大
幅
な
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　さ
て
、
こ
う
し
た
御
系
図
座
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
士
社
会
で
家
譜
編
纂
手
続
き
に
対
し
、
苦
慮
し
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
系
図
座
に
よ
る
業
務
の
遅
延 

は
、
む
し
ろ
王
府
が
家
譜
へ
掲

載
す
る
情
報
を
安
易
に
認
め
ず
、
厳
格
な
検
証
を
試
み
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
府
は
正
し
い
記
録
と
し
て
の
家
譜
の
編
纂
を
目
指
し
た
証
左

で
あ
る
。

　さ
て
、
次
に
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
久
米
村
系
家
譜
と
首

里
・
那
覇
・
泊
系
家
譜
の
書
式
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
久
米
村
士
の
家
譜

は
唐
系
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
族
譜
・
宗
譜
に
倣
っ
た
編
集
方
法
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
書
式
も
唐
系
格
で
あ
っ
た
。
唐
系
格
は
五
世
代
で
一
組
と
さ

れ
て
お
り
、
世
代
順
に
上
か
ら
下
へ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
首
里
系
な
ど
と
は

違
っ
て
、
代
々
一
字
を
継
承
す
る
名
乗
り
な
ど
は
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
唐
名

の
実
名
部
分
で
あ
る
「
諱
」
で
記
さ
れ
て
い
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
首
里
・
那
覇
・
泊
系
は
当
初
は
和
系
格
で
あ
っ
た
。
和
系
格
は

系
図
を
上
か
ら
下
、
下
か
ら
上
へ
と
横
に
ず
ら
し
な
が
ら
繋
い
で
い
る
。
ま
た
世
代

を
記
し
て
い
な
い
。
紀
録
で
は
室
（
妻
）・
子
ど
も
の
記
載
は
な
い
の
も
特
徴
的
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
次
第
に
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
変
化
す
る
の

で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
琉
球
の
士
で
主
流
と
な
っ
た
唐
系
格
の
家
譜
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成

は
三
段
階
で
成
立
し
て
い
る
。
第
一
は
序
文
で
あ
る
。
門
中
の
和
睦
を
目
的
と
考
え

ら
れ
、
家
譜
を
編
纂
し
た
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
御
系
図
座
の
審
査

対
象
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
系
祖
な
ど
の
先
祖
に
関
わ
る
由
来
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
序
文
は
門
中
の
始
ま
り
と
な
る
本
家
の
家
譜
に
多
い
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。
第
二
は
世
系
図
で
あ
る
。
概
ね
五
世
代
ご
と
に
記
さ
れ
て
お
り
、
一
枚
目

に
は
「
首
里
之
印
」
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兄
弟
の
配
列
は
昭
穆
を
意
識
し
て

構
成
さ
れ
て
お
り
、
長
男
・
長
女
が
真
ん
中
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
誕
生
順
に
左
・

右
・
左
・
右
と
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
配
列
さ
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
両
端
に

は
「
系
紀
之
印
」・「
系
紀
封
印
」
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る

6

。
こ
れ
は
、
個
人

に
よ
る
勝
手
な
書
き
継
ぎ
を
防
ぐ
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
家
譜
記

録
で
あ
る
。
家
譜
記
録
に
は
、
久
米
村
系
の
場
合
は
、
項
目
別
に
書
か
れ
て
お
り
、

首
里
・
那
覇
・
泊
系
だ
と
王
代
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族
構
成
・

位
階
・
褒
賞
記
事
・
領
地
関
係
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
仕
次
」

を
行
う
際
に
、
証
拠
書
類
（
任
職
文
書
な
ど
）
が
無
け
れ
ば
書
き
記
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
前
段
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
琉
球
家
譜
の
成
立
は
、
王
府
に
と
っ
て
家
臣

団
の
把
握
が
目
的
で
あ
っ
た
。
家
譜
成
立
以
前
は
、
琉
球
国
王
の
名
で
発
給
さ
れ
る

「
琉
球
辞
令
書
」7

に
よ
っ
て
諸
士
の
統
制
を
図
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
琉
球
家

譜
の
成
立
は
、
旧
来
の
「
琉
球
辞
令
書
」
に
よ
る
編
成
方
式
、
琉
球
国
王
が
各
人
ご

と
に
地
位
を
安
堵
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
家
筋
・
家
と
い
う
社
会
組
織
そ
の
も
の

の
地
位
を
系
図
家
譜
に
よ
っ
て
認
定
す
る
方
針
へ
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
で
、
一
六
八
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
家
譜
の
編
纂
は
、
当
初
ど
う
い
う
状

況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
、
そ
の
状
況
を
検
討
し
て
み

た
い
。

　ま
ず
、
那
覇
の
行
政
機
関
で
あ
る
親
見
世
で
編
纂
さ
れ
た
「
乾
隆
四
年

　親
見
世

日
記
」
の
収
録
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
１
】

【
史
料
１
】8

諸
士
家
譜
仕
次
之
儀
、
冊
分
ケ
不
仕
内
者
系
本
よ
り
一
手
ニ
總
可
差
出
之
處
、

系
内
之
者
銘
々
相
調
冊
数
差
出
、
或
ハ
仕
次
之
格
式
不
案
内
之
方
も
有
之
、
調

部
方
ニ
差
支
之
為
、
系
主
ニ
テ
相
調
候
而
相
調
印
形
ニ
テ
可
差
出
事
、

　本
史
料
は
、
御
系
図
座
中
取
か
ら
町
方
（
那
覇
・
久
米
村
な
ど
）
へ
下
達
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
家
か
ら
分
家
す
る
際
に
作
る
冊
分
を
行
わ
な
い
間

は
、
本
家
が
取
り
ま
と
め
て
御
系
図
座
へ
提
出
す
る
と
こ
ろ
、
一
部
の
者
が
そ
れ
ぞ

れ
系
図
座
へ
提
出
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
仕
次
の
形
式
も
理
解
し
て
お
ら
ず
提
出

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
た
め
、
事
前

に
、
本
家
の
者
が
精
査
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　ま
た
、
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
も
見
い
だ
せ
る
。

【
史
料
２
】

【
史
料
２
】9  

一
、
唐
系
・
和
系
、
或
ハ
か
な
交
、
届
次
第
被
仰
付
置
候
、
然
者
仕
次
之
調
様

不
案
内
之
方
も
有
之
、
調
部
方
ニ
差
支
申
候
間
、
各
系
格
見
合
相
調
可
差
出

事
、

　【史
料
２
】
に
よ
れ
ば
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
唐
系
格
・
和
系
格
・
か
な
交
じ

り
で
御
系
図
座
へ
提
出
を
行
い
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
仕
次
の
書
式
に
つ
い
て
理
解

し
て
い
な
い
者
が
お
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

各
々
の
書
式
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
家
譜
の
編
纂
直
後
の
士
社
会
に
お
け
る
家
譜
へ
の
認
識

−128−（3）



が
分
か
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
家
譜
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
和
系
・
唐
系
が
平
行
し
な
が
ら
も
「
か

な
交
」
じ
り
で
作
成
さ
れ
た
家
譜
が
許
可
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
 １1

。
先
行
研

究
で
は
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
と
変
更
し
た
点
が
強
調
さ

れ
て
い
る
が
、
王
府
の
命
に
よ
っ
て
家
譜
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
当
初
、
家
譜
の
書
式

は
定
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
三
種
類
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と

な
れ
ば
、
和
系
格
・
唐
系
格
が
あ
る
一
方
で
、「
か
な
交
」
の
系
格
も
あ
り
、
そ
れ

が
御
系
図
座
で
認
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
か
な
交
」
格
の
家
譜

は
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
言

え
る
。

　第
二
は
、
諸
士
全
体
ま
で
家
譜
の
手
続
き
方
法
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
無
用
な
作
業
が
多
く
な
り
、
御
系
図
座
の
業
務
が
逼
迫
し
た
事

態
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
士
社
会
の
中
で
、
家
譜
制
度
が
未
成
熟
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
よ
っ
て
何
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
身

分
を
超
え
る
不
正
編
入
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
百
姓

に
よ
る
士
身
分
へ
の
不
正
編
入
を
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
と
推
論
さ
れ
る
。
史
料
で

は
「
掠
入
」
と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
 １２

。

　そ
の
よ
う
な
中
で
、
家
譜
を
所
管
す
る
御
系
図
座
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
関
係
史
料
を
見
て
い
く
と
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
系

図
座
で
は
臨
時
職
員
を
含
め
た
職
員
の
増
員
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
向
姓
家
譜

　

湧
川
家
」
十
世
朝
根
の
譜
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

【
史
料
３
】

【
史
料
３
】 １3

御
系
図
座
之
儀
、
諸
士
之
系
録
仕
次
調
部
方
数
十
年
相
滞
候
付
而
、
当
日
中
取

三
人
迄
ニ
而
者
、
急
度
取
調
難
成
万
事
支
罷
成
事
候
、
依
之
中
取
三
人
之
外
一

節
調
部
方
加
勢
拾
弐
人
相
立
、
仕
次
調
部
方
相
勤
さ
せ
…

　こ
れ
は
、
十
世
朝
根
が
雍
正
六
（
一
七
二
八
）
年
に
御
系
図
座
の
中
取
へ
任
職
さ

れ
た
際
の
記
事
に
添
付
さ
れ
て
い
る
収
録
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
系
図

座
で
行
う
記
事
の
追
加
（「
仕
次
」）
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
作

業
が
数
十
年
滞
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
中
取
を
三
人
に
増
員
し
た
が
、
そ

れ
で
も
対
処
が
で
き
ず
臨
時
の
「
加
勢
」
一
二
人
増
員
を
し
た
云
々
と
あ
る
。
こ
う

し
た
御
系
図
座
に
お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
る
点
は
乾
隆
期
に
も
継
続
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
毛
姓
家
譜

　大
工
廻
家
」
の
八
世
安
篤
の
譜
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

【
史
料
４
】

【
史
料
４
】 １4 

　
　
　覚　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　御
系
図
中
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上

右
者
此
節
代
合
仕
筈
候
處
、
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十
年
餘
相
滞
候
方
茂
有

之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
、
加
勢
中
取
等
申
付
相
勤
候
最
中
代
合
仕

候
而
ハ
差
支
候
由
ニ
而
、
御
系
図
惣
奉
行
被
申
出
趣
有
之
候
間
、
今
一
詰
勤
越

被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
事
、

　
　十
二
月
昨
日

　　本
史
料
は
志
喜
屋
里
之
子
親
雲
上
安
篤
が
乾
隆
三
六
（
一
七
七
一
）
年
に
御
系
図

中
取
へ
任
職
さ
れ
た
際
の
収
録
文
書
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
御
系
図
中
取
の
任
を

交
替
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
の
「
諸
士
系
録
仕
次
之
儀
、
十

年
餘
相
滞
候
方
茂
有
之
、
調
部
方
不
仕
候
而
不
叶
事
二
而
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

家
譜
へ
追
加
記
事
の
申
請
を
行
う
「
仕
次
」
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
御
系
図
座
で
は

滞
っ
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　以
上
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
御
系
図
座
に
お
け
る
家
譜

の
チ
ェ
ッ
ク
作
業
が
滞
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
系
図
座
は
職
員
の
増
員

と
査
証
の
強
化
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大
幅
な
改
善
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　さ
て
、
こ
う
し
た
御
系
図
座
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
士
社
会
で
家
譜
編
纂
手
続
き
に
対
し
、
苦
慮
し
て
い
た
と
も
理
解
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
系
図
座
に
よ
る
業
務
の
遅
延 

は
、
む
し
ろ
王
府
が
家
譜
へ
掲

載
す
る
情
報
を
安
易
に
認
め
ず
、
厳
格
な
検
証
を
試
み
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
府
は
正
し
い
記
録
と
し
て
の
家
譜
の
編
纂
を
目
指
し
た
証
左

で
あ
る
。

　さ
て
、
次
に
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
久
米
村
系
家
譜
と
首

里
・
那
覇
・
泊
系
家
譜
の
書
式
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
久
米
村
士
の
家
譜

は
唐
系
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
族
譜
・
宗
譜
に
倣
っ
た
編
集
方
法
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
書
式
も
唐
系
格
で
あ
っ
た
。
唐
系
格
は
五
世
代
で
一
組
と
さ

れ
て
お
り
、
世
代
順
に
上
か
ら
下
へ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
首
里
系
な
ど
と
は

違
っ
て
、
代
々
一
字
を
継
承
す
る
名
乗
り
な
ど
は
持
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
唐
名

の
実
名
部
分
で
あ
る
「
諱
」
で
記
さ
れ
て
い
た
。

　そ
れ
に
対
し
て
、
首
里
・
那
覇
・
泊
系
は
当
初
は
和
系
格
で
あ
っ
た
。
和
系
格
は

系
図
を
上
か
ら
下
、
下
か
ら
上
へ
と
横
に
ず
ら
し
な
が
ら
繋
い
で
い
る
。
ま
た
世
代

を
記
し
て
い
な
い
。
紀
録
で
は
室
（
妻
）・
子
ど
も
の
記
載
は
な
い
の
も
特
徴
的
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
次
第
に
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
和
系
格
か
ら
唐
系
格
へ
変
化
す
る
の

で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
琉
球
の
士
で
主
流
と
な
っ
た
唐
系
格
の
家
譜
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成

は
三
段
階
で
成
立
し
て
い
る
。
第
一
は
序
文
で
あ
る
。
門
中
の
和
睦
を
目
的
と
考
え

ら
れ
、
家
譜
を
編
纂
し
た
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
御
系
図
座
の
審
査

対
象
外
だ
っ
た
と
思
わ
れ
、
系
祖
な
ど
の
先
祖
に
関
わ
る
由
来
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
序
文
は
門
中
の
始
ま
り
と
な
る
本
家
の
家
譜
に
多
い
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。
第
二
は
世
系
図
で
あ
る
。
概
ね
五
世
代
ご
と
に
記
さ
れ
て
お
り
、
一
枚
目

に
は
「
首
里
之
印
」
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兄
弟
の
配
列
は
昭
穆
を
意
識
し
て

構
成
さ
れ
て
お
り
、
長
男
・
長
女
が
真
ん
中
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
誕
生
順
に
左
・

右
・
左
・
右
と
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
配
列
さ
れ
た
兄
弟
姉
妹
の
両
端
に

は
「
系
紀
之
印
」・「
系
紀
封
印
」
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る

6

。
こ
れ
は
、
個
人

に
よ
る
勝
手
な
書
き
継
ぎ
を
防
ぐ
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
家
譜
記

録
で
あ
る
。
家
譜
記
録
に
は
、
久
米
村
系
の
場
合
は
、
項
目
別
に
書
か
れ
て
お
り
、

首
里
・
那
覇
・
泊
系
だ
と
王
代
ご
と
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族
構
成
・

位
階
・
褒
賞
記
事
・
領
地
関
係
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
仕
次
」

を
行
う
際
に
、
証
拠
書
類
（
任
職
文
書
な
ど
）
が
無
け
れ
ば
書
き
記
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
前
段
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
琉
球
家
譜
の
成
立
は
、
王
府
に
と
っ
て
家
臣

団
の
把
握
が
目
的
で
あ
っ
た
。
家
譜
成
立
以
前
は
、
琉
球
国
王
の
名
で
発
給
さ
れ
る

「
琉
球
辞
令
書
」7

に
よ
っ
て
諸
士
の
統
制
を
図
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
琉
球
家

譜
の
成
立
は
、
旧
来
の
「
琉
球
辞
令
書
」
に
よ
る
編
成
方
式
、
琉
球
国
王
が
各
人
ご

と
に
地
位
を
安
堵
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
家
筋
・
家
と
い
う
社
会
組
織
そ
の
も
の

の
地
位
を
系
図
家
譜
に
よ
っ
て
認
定
す
る
方
針
へ
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
で
、
一
六
八
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
家
譜
の
編
纂
は
、
当
初
ど
う
い
う
状

況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
、
そ
の
状
況
を
検
討
し
て
み

た
い
。

　ま
ず
、
那
覇
の
行
政
機
関
で
あ
る
親
見
世
で
編
纂
さ
れ
た
「
乾
隆
四
年

　親
見
世

日
記
」
の
収
録
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
１
】

【
史
料
１
】8

諸
士
家
譜
仕
次
之
儀
、
冊
分
ケ
不
仕
内
者
系
本
よ
り
一
手
ニ
總
可
差
出
之
處
、

系
内
之
者
銘
々
相
調
冊
数
差
出
、
或
ハ
仕
次
之
格
式
不
案
内
之
方
も
有
之
、
調

部
方
ニ
差
支
之
為
、
系
主
ニ
テ
相
調
候
而
相
調
印
形
ニ
テ
可
差
出
事
、

　本
史
料
は
、
御
系
図
座
中
取
か
ら
町
方
（
那
覇
・
久
米
村
な
ど
）
へ
下
達
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
家
か
ら
分
家
す
る
際
に
作
る
冊
分
を
行
わ
な
い
間

は
、
本
家
が
取
り
ま
と
め
て
御
系
図
座
へ
提
出
す
る
と
こ
ろ
、
一
部
の
者
が
そ
れ
ぞ

れ
系
図
座
へ
提
出
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
仕
次
の
形
式
も
理
解
し
て
お
ら
ず
提
出

し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
た
め
、
事
前

に
、
本
家
の
者
が
精
査
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　ま
た
、
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
も
見
い
だ
せ
る
。

【
史
料
２
】

【
史
料
２
】9  

一
、
唐
系
・
和
系
、
或
ハ
か
な
交
、
届
次
第
被
仰
付
置
候
、
然
者
仕
次
之
調
様

不
案
内
之
方
も
有
之
、
調
部
方
ニ
差
支
申
候
間
、
各
系
格
見
合
相
調
可
差
出

事
、

　【史
料
２
】
に
よ
れ
ば
、
家
譜
の
書
式
に
つ
い
て
唐
系
格
・
和
系
格
・
か
な
交
じ

り
で
御
系
図
座
へ
提
出
を
行
い
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
仕
次
の
書
式
に
つ
い
て
理
解

し
て
い
な
い
者
が
お
り
、
御
系
図
座
で
の
審
査
に
支
障
が
出
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

各
々
の
書
式
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
提
出
す
る
こ
と
、
と
あ
る
。

　こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
家
譜
の
編
纂
直
後
の
士
社
会
に
お
け
る
家
譜
へ
の
認
識

−128−（3）



取
り
組
ま
れ
た
蔡
鐸
の
『
中
山
世
譜
』、
次
い
で
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
編
纂
さ
れ
た
の
が
『
球
陽
』
で
あ
っ
た
。

　蔡
温
の
頃
に
な
る
と
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
を
ベ
ー
ス
に
冊
封
使
側
の
記
録
で

あ
る
『
中
山
沿
革
志
』
や
諸
士
の
家
譜
が
出
揃
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
蔡
温
に
よ
る
『
中
山
世
譜
』
は
、
い
く
つ
か
家
譜
記
録
を
情
報
源
と
し
た
記
事

の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　例
え
ば
、
島
村
幸
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
摩
和
利
・
護
佐
丸
の

人
物
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
で
あ
る
 １7

。
こ
の
二
人
は
、
琉
球
史
の
中
で
一
五
世

紀
半
ば
に
起
き
た
「
護
佐
丸
・
阿
摩
和
利
の
乱
」
で
知
ら
れ
る
二
人
で
あ
る
。
こ
の

評
価
は
、「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
評
価
に
至
る

に
は
、
家
譜
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、

「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
淡
々

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、「
夏
姓
家
譜
」

の
序
文
を
大
き
く
反
映
さ
せ
、
そ
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
の
序
文
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

編
集
者
の
蔡
温
の
歴
史
観
に
よ
っ
て
、
採
る
べ
き
記
事
・
採
ら
な
い
記
事
が
あ
っ
た
。

そ
の
大
き
な
違
い
は
、
国
王
に
対
す
る
忠
義
に
つ
い
て
は
採
用
し
て
い
る
が
、
夏
姓

一
族
の
英
雄
譚
に
つ
い
て
は
正
史
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

正
史
と
い
う
特
徴
の
た
め
、
国
家
・
国
王
に
関
わ
る
記
事
の
部
分
を
採
録
し
た
の
で

あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
同
じ
く
御
系
図
座
で
編
集
し
て
い
た
『
球
陽
』
に
も
家
譜
記
録
か

ら
の
採
用
と
考
え
ら
れ
る
の
も
あ
る
。
少
し
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

【
史
料
７
】

【
史
料
７
】 １8 

　毛
嗣
義
始
授
御
右
筆

毛
嗣
義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
、
実
授
此
職
。
未
詳
何
代
而
始
焉
。
今
、
按

諸
家
譜
、
但
見
毛
嗣
義
、
曾
任
御
右
筆
也
。

【
史
料
８
】

【
史
料
８
】 １9 

　六
年
、
頴
纉
賢
実
授
金
庫
理

今
、
按
諸
家
譜
、
但
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵
安
、
曾
任
此
職
。
未
詳
何
世
而

興
廃
也
。

　【史
料
７
】
と
【
史
料
８
】
は
、『
球
陽
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
、

【
史
料
７
】
は
、
国
王
の
書
状
等
を
筆
記
す
る
役
で
あ
る
御
右
筆
に
つ
い
て
、
い
つ

頃
か
ら
設
置
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
を
調
べ
て
い
く
と
、
毛
嗣

義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
が
任
職
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、

【
史
料
８
】
は
、
那
覇
親
見
世
に
設
置
さ
れ
た
蔵
の
管
理
で
あ
る
「
金
庫
理
」
に
関

わ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
諸
家
譜
を
調
べ
る
と
、
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵

安
が
任
職
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
こ
の
役
職
が
廃
止
さ
れ
た
不
明
で
あ
る
、
と
あ
る
。

　こ
の
二
つ
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、『
球
陽
』
の
記
事
選
択
に
お
い
て
、

傍
線
部
の
「
諸
家
譜
を
按
ず
る
に
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
譜
を
点
検
し
て
採
録

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
史
の
『
中
山
世
譜
』
や
『
球
陽
』
は
、
王
府
の
部
署
で
は

御
系
図
座
が
担
当
し
て
い
た
。
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
家
譜
の
編
纂
も
御
系
図
座
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
正
史
編
纂
へ
活
用
さ
れ
る
資
料
の
情
報
源
に
つ
い
て
家
譜

を
用
い
る
の
は
、
非
常
に
合
理
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
、
家
譜
が
家
の
履
歴
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
王
府
の

史
書
編
纂
事
業
の
中
で
、
情
報
の
供
給
源
と
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　以
上
、
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
概
略
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

家
譜
は
王
府
の
内
政
運
営
に
お
い
て
実
際
に
参
照
・
活
用
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
そ

れ
は
王
府
の
判
断
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
家
譜
は

単
な
る
家
の
記
録
で
は
な
く
、
王
国
の
統
治
を
支
え
る
行
政
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　対
中
国
外
交
と
家
譜

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
家
譜
は
王
府
に
と
っ
て
信
頼
た
る
文
書
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
や
や
視
点
を
変
え
て
琉
球
王
国
の
対
外
関
係
と
家
譜
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
対
外
関
係
と
は
、
中
国
（
清
朝
）
で
あ
る
。
中
国
と
琉

球
王
国
は
、
冊
封
・
進
貢
体
制
を
構
築
し
て
お
り
、
琉
球
国
王
の
即
位
に
は
、
中
国

皇
帝
に
よ
る
冊
封
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
と
海
を
隔
て
て
い
る
琉
球
に
は
、
冊
封

使
節
団
が
渡
来
し
、
首
里
城
の
中
で
冊
封
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
対
中
国
外
交

の
中
で
家
譜
は
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
せ
る
か
。
以
下
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　ま
ず
、
冊
封
使
は
琉
球
へ
渡
来
し
、
お
お
む
ね
半
年
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
滞
在
中
に
家
譜
を
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
王
府
の
冠
船

二
　首
里
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用

　次
に
、
正
し
い
記
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
首
里
王
府
の
内
政
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
有
し
て
い
た
の
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
が
、
諸
士
の
跡
目
相
続
と
正
史
の
編
纂
を
例
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

　諸
士
は
家
格
や
当
人
の
努
力
に
よ
っ
て
領
地
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
王
府
よ

り
下
賜
さ
れ
た
領
地
は
、
家
督
相
続
の
対
象
と
な
り
、
子
・
孫
へ
の
相
続
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
王
府
の
法
令
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

【
史
料
５
】

【
史
料
５
】 １5  

一
、
家
督
之
儀
ハ
、
各
勲
功
次
第
高
減
少
、
又
ハ
地
頭
所
被
召
揚
者
モ
有
之
候

故
、
例
格
差
究
候
者
ハ
御
双
紙
庫
理
ヨ
リ
相
考
申
出
、
例
格
難
究
者
ハ
申
口

中
へ
僉
議
申
渡
上
、
三
司
官
相
談
ヲ
遂
ケ
、
言
上
仕
事
、
　

　【史
料
５
】
に
よ
れ
ば
、
家
督
に
つ
い
て
は
勲
功
の
増
減
に
よ
っ
て
地
頭
所
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
判
断
が
付
く
も
の
は
御
双
紙
庫
理
、
判
断
が
難
し
い
も
の
は

申
口
方
へ
僉
議
を
申
請
し
、
三
司
官
へ
報
告
の
う
え
、
琉
球
国
王
へ
言
上
す
る
こ
と
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
跡
目
相
続
の
一
連
の
過
程
を
指
し
て
い
る
。 
そ
れ
で
は
、
王
府

に
よ
る
跡
目
相
続
の
審
議
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

【
史
料
６
】

【
史
料
６
】 １6  

　
　
　
　僉
議

慶
佐
次
親
雲
上
相
果
候
付
、
跡
地
頭
嫡
子
慶
佐
次
筑
登
之
親
雲
上
江
被
成
下
度

旨
、
一
門
中
親
類
願
出
有
之
吟
味
被
仰
付
、
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
、
左
ニ
申

上
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　祖
父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
金
御
蔵
主
部

一
、
大
臺
所
大
主
部

　
　一
、

　
　尚
益
様
御
殿
御
普
請
之
時
、
仮
木
奉
行
筆
者

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
下
庫
理
小
赤
頭

一
、
勘
定
座
筆
者

一
、
同
大
屋
子

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　子

　慶
佐
次
親
雲
上

一
、
下
庫
理
花
当

一
、
同
筑
登
之

一
、
世
持
冨
筑
登
之

一
、
寺
社
座
筆
者

一
、
御
料
理
座
大
屋
子

一
、
父
為
跡
目
久
志
間
切
慶
佐
次
地
頭
所

一
、
小
細
工
奉
行
所
筆
者

右
之
通
、
家
譜
相
見
得
申
候
、
然
者
祖
父
小
橋
川
親
雲
上
勲
功
を
以
、
四
代

迄
地
頭
所
相
続
可
被
仰
付
哉
、
餘
例
相
糺
候
處
…

　本
史
料
は
、
王
府
の
文
書
「
跡
目
僉
議
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
事
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
慶
佐
次
親
雲
上
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
地
頭
地
を
嫡
子
の
慶
佐
次
筑
登

之
親
雲
上
へ
与
え
る
よ
う
、
一
門
・
親
類
か
ら
評
定
所
へ
申
請
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
傍
線
部
の
「
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
評
定

所
内
で
は
家
譜
用
い
て
功
績
を
審
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
列
挙
し
た

功
績
は
、
家
譜
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
職
歴
と
な
る
。

　こ
こ
で
は
、
跡
目
相
続
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
家
譜
に
着
目

す
る
と
諸
士
に
と
っ
て
重
要
な
地
頭
地
の
相
続
は
、【
史
料
５
】
に
も
あ
る
様
に
判

断
が
難
し
い
も
の
は
申
口
方
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
判
断
す
る
素
材
と
な
っ
た

の
が
家
譜
で
あ
っ
た
。

（
二
）
正
史
の
編
纂

（
二
）
正
史
の
編
纂

　さ
て
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
王
府
に
よ
る
史
書
編
纂
事
業
が

行
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
六
五
〇
年
に
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
編
集
し
た
『
中

山
世
鑑
』
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
次
に
、
一
六
九
六
年
〜
一
六
九
九
年
の
間
で
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取
り
組
ま
れ
た
蔡
鐸
の
『
中
山
世
譜
』、
次
い
で
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
編
纂
さ
れ
た
の
が
『
球
陽
』
で
あ
っ
た
。

　蔡
温
の
頃
に
な
る
と
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
を
ベ
ー
ス
に
冊
封
使
側
の
記
録
で

あ
る
『
中
山
沿
革
志
』
や
諸
士
の
家
譜
が
出
揃
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
蔡
温
に
よ
る
『
中
山
世
譜
』
は
、
い
く
つ
か
家
譜
記
録
を
情
報
源
と
し
た
記
事

の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　例
え
ば
、
島
村
幸
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
摩
和
利
・
護
佐
丸
の

人
物
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
で
あ
る
 １7

。
こ
の
二
人
は
、
琉
球
史
の
中
で
一
五
世

紀
半
ば
に
起
き
た
「
護
佐
丸
・
阿
摩
和
利
の
乱
」
で
知
ら
れ
る
二
人
で
あ
る
。
こ
の

評
価
は
、「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
評
価
に
至
る

に
は
、
家
譜
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、

「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
淡
々

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、「
夏
姓
家
譜
」

の
序
文
を
大
き
く
反
映
さ
せ
、
そ
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
の
序
文
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

編
集
者
の
蔡
温
の
歴
史
観
に
よ
っ
て
、
採
る
べ
き
記
事
・
採
ら
な
い
記
事
が
あ
っ
た
。

そ
の
大
き
な
違
い
は
、
国
王
に
対
す
る
忠
義
に
つ
い
て
は
採
用
し
て
い
る
が
、
夏
姓

一
族
の
英
雄
譚
に
つ
い
て
は
正
史
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

正
史
と
い
う
特
徴
の
た
め
、
国
家
・
国
王
に
関
わ
る
記
事
の
部
分
を
採
録
し
た
の
で

あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
同
じ
く
御
系
図
座
で
編
集
し
て
い
た
『
球
陽
』
に
も
家
譜
記
録
か

ら
の
採
用
と
考
え
ら
れ
る
の
も
あ
る
。
少
し
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

【
史
料
７
】

【
史
料
７
】 １8 

　毛
嗣
義
始
授
御
右
筆

毛
嗣
義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
、
実
授
此
職
。
未
詳
何
代
而
始
焉
。
今
、
按

諸
家
譜
、
但
見
毛
嗣
義
、
曾
任
御
右
筆
也
。

【
史
料
８
】

【
史
料
８
】 １9 

　六
年
、
頴
纉
賢
実
授
金
庫
理

今
、
按
諸
家
譜
、
但
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵
安
、
曾
任
此
職
。
未
詳
何
世
而

興
廃
也
。

　【史
料
７
】
と
【
史
料
８
】
は
、『
球
陽
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
、

【
史
料
７
】
は
、
国
王
の
書
状
等
を
筆
記
す
る
役
で
あ
る
御
右
筆
に
つ
い
て
、
い
つ

頃
か
ら
設
置
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
を
調
べ
て
い
く
と
、
毛
嗣

義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
が
任
職
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、

【
史
料
８
】
は
、
那
覇
親
見
世
に
設
置
さ
れ
た
蔵
の
管
理
で
あ
る
「
金
庫
理
」
に
関

わ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
諸
家
譜
を
調
べ
る
と
、
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵

安
が
任
職
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
こ
の
役
職
が
廃
止
さ
れ
た
不
明
で
あ
る
、
と
あ
る
。

　こ
の
二
つ
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、『
球
陽
』
の
記
事
選
択
に
お
い
て
、

傍
線
部
の
「
諸
家
譜
を
按
ず
る
に
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
譜
を
点
検
し
て
採
録

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
史
の
『
中
山
世
譜
』
や
『
球
陽
』
は
、
王
府
の
部
署
で
は

御
系
図
座
が
担
当
し
て
い
た
。
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
家
譜
の
編
纂
も
御
系
図
座
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
正
史
編
纂
へ
活
用
さ
れ
る
資
料
の
情
報
源
に
つ
い
て
家
譜

を
用
い
る
の
は
、
非
常
に
合
理
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
、
家
譜
が
家
の
履
歴
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
王
府
の

史
書
編
纂
事
業
の
中
で
、
情
報
の
供
給
源
と
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　以
上
、
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
概
略
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

家
譜
は
王
府
の
内
政
運
営
に
お
い
て
実
際
に
参
照
・
活
用
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
そ

れ
は
王
府
の
判
断
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
家
譜
は

単
な
る
家
の
記
録
で
は
な
く
、
王
国
の
統
治
を
支
え
る
行
政
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　対
中
国
外
交
と
家
譜

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
家
譜
は
王
府
に
と
っ
て
信
頼
た
る
文
書
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
や
や
視
点
を
変
え
て
琉
球
王
国
の
対
外
関
係
と
家
譜
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
対
外
関
係
と
は
、
中
国
（
清
朝
）
で
あ
る
。
中
国
と
琉

球
王
国
は
、
冊
封
・
進
貢
体
制
を
構
築
し
て
お
り
、
琉
球
国
王
の
即
位
に
は
、
中
国

皇
帝
に
よ
る
冊
封
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
と
海
を
隔
て
て
い
る
琉
球
に
は
、
冊
封

使
節
団
が
渡
来
し
、
首
里
城
の
中
で
冊
封
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
対
中
国
外
交

の
中
で
家
譜
は
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
せ
る
か
。
以
下
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　ま
ず
、
冊
封
使
は
琉
球
へ
渡
来
し
、
お
お
む
ね
半
年
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
滞
在
中
に
家
譜
を
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
王
府
の
冠
船

二
　首
里
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用

　次
に
、
正
し
い
記
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
首
里
王
府
の
内
政
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
有
し
て
い
た
の
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
が
、
諸
士
の
跡
目
相
続
と
正
史
の
編
纂
を
例
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

　諸
士
は
家
格
や
当
人
の
努
力
に
よ
っ
て
領
地
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
王
府
よ

り
下
賜
さ
れ
た
領
地
は
、
家
督
相
続
の
対
象
と
な
り
、
子
・
孫
へ
の
相
続
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
王
府
の
法
令
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

【
史
料
５
】

【
史
料
５
】 １5  

一
、
家
督
之
儀
ハ
、
各
勲
功
次
第
高
減
少
、
又
ハ
地
頭
所
被
召
揚
者
モ
有
之
候

故
、
例
格
差
究
候
者
ハ
御
双
紙
庫
理
ヨ
リ
相
考
申
出
、
例
格
難
究
者
ハ
申
口

中
へ
僉
議
申
渡
上
、
三
司
官
相
談
ヲ
遂
ケ
、
言
上
仕
事
、
　

　【史
料
５
】
に
よ
れ
ば
、
家
督
に
つ
い
て
は
勲
功
の
増
減
に
よ
っ
て
地
頭
所
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
判
断
が
付
く
も
の
は
御
双
紙
庫
理
、
判
断
が
難
し
い
も
の
は

申
口
方
へ
僉
議
を
申
請
し
、
三
司
官
へ
報
告
の
う
え
、
琉
球
国
王
へ
言
上
す
る
こ
と
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
跡
目
相
続
の
一
連
の
過
程
を
指
し
て
い
る
。 
そ
れ
で
は
、
王
府

に
よ
る
跡
目
相
続
の
審
議
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

【
史
料
６
】

【
史
料
６
】 １6  

　
　
　
　僉
議

慶
佐
次
親
雲
上
相
果
候
付
、
跡
地
頭
嫡
子
慶
佐
次
筑
登
之
親
雲
上
江
被
成
下
度

旨
、
一
門
中
親
類
願
出
有
之
吟
味
被
仰
付
、
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
、
左
ニ
申

上
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　祖
父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
金
御
蔵
主
部

一
、
大
臺
所
大
主
部

　
　一
、

　
　尚
益
様
御
殿
御
普
請
之
時
、
仮
木
奉
行
筆
者

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
下
庫
理
小
赤
頭

一
、
勘
定
座
筆
者

一
、
同
大
屋
子

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　子

　慶
佐
次
親
雲
上

一
、
下
庫
理
花
当

一
、
同
筑
登
之

一
、
世
持
冨
筑
登
之

一
、
寺
社
座
筆
者

一
、
御
料
理
座
大
屋
子

一
、
父
為
跡
目
久
志
間
切
慶
佐
次
地
頭
所

一
、
小
細
工
奉
行
所
筆
者

右
之
通
、
家
譜
相
見
得
申
候
、
然
者
祖
父
小
橋
川
親
雲
上
勲
功
を
以
、
四
代

迄
地
頭
所
相
続
可
被
仰
付
哉
、
餘
例
相
糺
候
處
…

　本
史
料
は
、
王
府
の
文
書
「
跡
目
僉
議
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
事
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
慶
佐
次
親
雲
上
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
地
頭
地
を
嫡
子
の
慶
佐
次
筑
登

之
親
雲
上
へ
与
え
る
よ
う
、
一
門
・
親
類
か
ら
評
定
所
へ
申
請
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
傍
線
部
の
「
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
評
定

所
内
で
は
家
譜
用
い
て
功
績
を
審
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
列
挙
し
た

功
績
は
、
家
譜
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
職
歴
と
な
る
。

　こ
こ
で
は
、
跡
目
相
続
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
家
譜
に
着
目

す
る
と
諸
士
に
と
っ
て
重
要
な
地
頭
地
の
相
続
は
、【
史
料
５
】
に
も
あ
る
様
に
判

断
が
難
し
い
も
の
は
申
口
方
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
判
断
す
る
素
材
と
な
っ
た

の
が
家
譜
で
あ
っ
た
。

（
二
）
正
史
の
編
纂

（
二
）
正
史
の
編
纂

　さ
て
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
王
府
に
よ
る
史
書
編
纂
事
業
が

行
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
六
五
〇
年
に
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
編
集
し
た
『
中

山
世
鑑
』
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
次
に
、
一
六
九
六
年
〜
一
六
九
九
年
の
間
で

−126−（5）



取
り
組
ま
れ
た
蔡
鐸
の
『
中
山
世
譜
』、
次
い
で
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
編
纂
さ
れ
た
の
が
『
球
陽
』
で
あ
っ
た
。

　蔡
温
の
頃
に
な
る
と
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
を
ベ
ー
ス
に
冊
封
使
側
の
記
録
で

あ
る
『
中
山
沿
革
志
』
や
諸
士
の
家
譜
が
出
揃
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
蔡
温
に
よ
る
『
中
山
世
譜
』
は
、
い
く
つ
か
家
譜
記
録
を
情
報
源
と
し
た
記
事

の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　例
え
ば
、
島
村
幸
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
摩
和
利
・
護
佐
丸
の

人
物
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
で
あ
る
 １7

。
こ
の
二
人
は
、
琉
球
史
の
中
で
一
五
世

紀
半
ば
に
起
き
た
「
護
佐
丸
・
阿
摩
和
利
の
乱
」
で
知
ら
れ
る
二
人
で
あ
る
。
こ
の

評
価
は
、「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
評
価
に
至
る

に
は
、
家
譜
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、

「
逆
臣
阿
摩
和
利
、
忠
臣
護
佐
丸
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
淡
々

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
で
は
、「
夏
姓
家
譜
」

の
序
文
を
大
き
く
反
映
さ
せ
、
そ
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
の
序
文
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

編
集
者
の
蔡
温
の
歴
史
観
に
よ
っ
て
、
採
る
べ
き
記
事
・
採
ら
な
い
記
事
が
あ
っ
た
。

そ
の
大
き
な
違
い
は
、
国
王
に
対
す
る
忠
義
に
つ
い
て
は
採
用
し
て
い
る
が
、
夏
姓

一
族
の
英
雄
譚
に
つ
い
て
は
正
史
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

正
史
と
い
う
特
徴
の
た
め
、
国
家
・
国
王
に
関
わ
る
記
事
の
部
分
を
採
録
し
た
の
で

あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
同
じ
く
御
系
図
座
で
編
集
し
て
い
た
『
球
陽
』
に
も
家
譜
記
録
か

ら
の
採
用
と
考
え
ら
れ
る
の
も
あ
る
。
少
し
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

【
史
料
７
】

【
史
料
７
】 １8 

　毛
嗣
義
始
授
御
右
筆

毛
嗣
義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
、
実
授
此
職
。
未
詳
何
代
而
始
焉
。
今
、
按

諸
家
譜
、
但
見
毛
嗣
義
、
曾
任
御
右
筆
也
。

【
史
料
８
】

【
史
料
８
】 １9 

　六
年
、
頴
纉
賢
実
授
金
庫
理

今
、
按
諸
家
譜
、
但
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵
安
、
曾
任
此
職
。
未
詳
何
世
而

興
廃
也
。

　【史
料
７
】
と
【
史
料
８
】
は
、『
球
陽
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
ま
ず
、

【
史
料
７
】
は
、
国
王
の
書
状
等
を
筆
記
す
る
役
で
あ
る
御
右
筆
に
つ
い
て
、
い
つ

頃
か
ら
設
置
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
家
譜
を
調
べ
て
い
く
と
、
毛
嗣

義
安
里
里
之
子
親
雲
上
清
盈
が
任
職
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、

【
史
料
８
】
は
、
那
覇
親
見
世
に
設
置
さ
れ
た
蔵
の
管
理
で
あ
る
「
金
庫
理
」
に
関

わ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
諸
家
譜
を
調
べ
る
と
、
頴
纉
賢
喜
舎
場
親
雲
上
恵

安
が
任
職
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
こ
の
役
職
が
廃
止
さ
れ
た
不
明
で
あ
る
、
と
あ
る
。

　こ
の
二
つ
の
記
事
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、『
球
陽
』
の
記
事
選
択
に
お
い
て
、

傍
線
部
の
「
諸
家
譜
を
按
ず
る
に
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
譜
を
点
検
し
て
採
録

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
史
の
『
中
山
世
譜
』
や
『
球
陽
』
は
、
王
府
の
部
署
で
は

御
系
図
座
が
担
当
し
て
い
た
。
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
家
譜
の
編
纂
も
御
系
図
座
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
正
史
編
纂
へ
活
用
さ
れ
る
資
料
の
情
報
源
に
つ
い
て
家
譜

を
用
い
る
の
は
、
非
常
に
合
理
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
、
家
譜
が
家
の
履
歴
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
王
府
の

史
書
編
纂
事
業
の
中
で
、
情
報
の
供
給
源
と
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　以
上
、
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
概
略
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

家
譜
は
王
府
の
内
政
運
営
に
お
い
て
実
際
に
参
照
・
活
用
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、
そ

れ
は
王
府
の
判
断
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
家
譜
は

単
な
る
家
の
記
録
で
は
な
く
、
王
国
の
統
治
を
支
え
る
行
政
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　対
中
国
外
交
と
家
譜

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
家
譜
は
王
府
に
と
っ
て
信
頼
た
る
文
書
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
最
後
に
や
や
視
点
を
変
え
て
琉
球
王
国
の
対
外
関
係
と
家
譜
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
の
対
外
関
係
と
は
、
中
国
（
清
朝
）
で
あ
る
。
中
国
と
琉

球
王
国
は
、
冊
封
・
進
貢
体
制
を
構
築
し
て
お
り
、
琉
球
国
王
の
即
位
に
は
、
中
国

皇
帝
に
よ
る
冊
封
が
必
要
で
あ
っ
た
。
中
国
と
海
を
隔
て
て
い
る
琉
球
に
は
、
冊
封

使
節
団
が
渡
来
し
、
首
里
城
の
中
で
冊
封
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
対
中
国
外
交

の
中
で
家
譜
は
ど
の
よ
う
に
見
い
だ
せ
る
か
。
以
下
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　ま
ず
、
冊
封
使
は
琉
球
へ
渡
来
し
、
お
お
む
ね
半
年
ほ
ど
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
滞
在
中
に
家
譜
を
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
王
府
の
冠
船

二
　首
里
王
府
に
よ
る
家
譜
の
活
用

　次
に
、
正
し
い
記
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
首
里
王
府
の
内
政
に
と

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
有
し
て
い
た
の
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
が
、
諸
士
の
跡
目
相
続
と
正
史
の
編
纂
を
例
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

（
一
）
諸
士
の
跡
目
相
続

　諸
士
は
家
格
や
当
人
の
努
力
に
よ
っ
て
領
地
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
王
府
よ

り
下
賜
さ
れ
た
領
地
は
、
家
督
相
続
の
対
象
と
な
り
、
子
・
孫
へ
の
相
続
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
王
府
の
法
令
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

【
史
料
５
】

【
史
料
５
】 １5  

一
、
家
督
之
儀
ハ
、
各
勲
功
次
第
高
減
少
、
又
ハ
地
頭
所
被
召
揚
者
モ
有
之
候

故
、
例
格
差
究
候
者
ハ
御
双
紙
庫
理
ヨ
リ
相
考
申
出
、
例
格
難
究
者
ハ
申
口

中
へ
僉
議
申
渡
上
、
三
司
官
相
談
ヲ
遂
ケ
、
言
上
仕
事
、
　

　【史
料
５
】
に
よ
れ
ば
、
家
督
に
つ
い
て
は
勲
功
の
増
減
に
よ
っ
て
地
頭
所
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
判
断
が
付
く
も
の
は
御
双
紙
庫
理
、
判
断
が
難
し
い
も
の
は

申
口
方
へ
僉
議
を
申
請
し
、
三
司
官
へ
報
告
の
う
え
、
琉
球
国
王
へ
言
上
す
る
こ
と
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
跡
目
相
続
の
一
連
の
過
程
を
指
し
て
い
る
。 

そ
れ
で
は
、
王
府

に
よ
る
跡
目
相
続
の
審
議
状
況
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

【
史
料
６
】

【
史
料
６
】 １6  

　
　
　
　僉
議

慶
佐
次
親
雲
上
相
果
候
付
、
跡
地
頭
嫡
子
慶
佐
次
筑
登
之
親
雲
上
江
被
成
下
度

旨
、
一
門
中
親
類
願
出
有
之
吟
味
被
仰
付
、
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
、
左
ニ
申

上
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　祖
父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
金
御
蔵
主
部

一
、
大
臺
所
大
主
部

　
　一
、

　
　尚
益
様
御
殿
御
普
請
之
時
、
仮
木
奉
行
筆
者

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　父

　小
橋
川
親
雲
上

一
、
下
庫
理
小
赤
頭

一
、
勘
定
座
筆
者

一
、
同
大
屋
子

　
　…
（
中
略
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

　
　子

　慶
佐
次
親
雲
上

一
、
下
庫
理
花
当

一
、
同
筑
登
之

一
、
世
持
冨
筑
登
之

一
、
寺
社
座
筆
者

一
、
御
料
理
座
大
屋
子

一
、
父
為
跡
目
久
志
間
切
慶
佐
次
地
頭
所

一
、
小
細
工
奉
行
所
筆
者

右
之
通
、
家
譜
相
見
得
申
候
、
然
者
祖
父
小
橋
川
親
雲
上
勲
功
を
以
、
四
代

迄
地
頭
所
相
続
可
被
仰
付
哉
、
餘
例
相
糺
候
處
…

　本
史
料
は
、
王
府
の
文
書
「
跡
目
僉
議
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
事
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
慶
佐
次
親
雲
上
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
地
頭
地
を
嫡
子
の
慶
佐
次
筑
登

之
親
雲
上
へ
与
え
る
よ
う
、
一
門
・
親
類
か
ら
評
定
所
へ
申
請
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
傍
線
部
の
「
家
譜
等
相
糺
申
談
候
趣
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
評
定

所
内
で
は
家
譜
用
い
て
功
績
を
審
議
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
列
挙
し
た

功
績
は
、
家
譜
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
職
歴
と
な
る
。

　こ
こ
で
は
、
跡
目
相
続
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
家
譜
に
着
目

す
る
と
諸
士
に
と
っ
て
重
要
な
地
頭
地
の
相
続
は
、【
史
料
５
】
に
も
あ
る
様
に
判

断
が
難
し
い
も
の
は
申
口
方
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
判
断
す
る
素
材
と
な
っ
た

の
が
家
譜
で
あ
っ
た
。

（
二
）
正
史
の
編
纂

（
二
）
正
史
の
編
纂

　さ
て
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
王
府
に
よ
る
史
書
編
纂
事
業
が

行
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
六
五
〇
年
に
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
編
集
し
た
『
中

山
世
鑑
』
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
次
に
、
一
六
九
六
年
〜
一
六
九
九
年
の
間
で

−126−（5）



ざ
と
違
う
氏
を
用
意
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
王
府
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
画
策
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
 28

。

　こ
う
し
た
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
、
小
熊
誠
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
久
米
村
士

は
同
姓
不
婚
を
遵
守
し
て
い
た
 29

。
し
か
し
、
小
熊
氏
も
触
れ
て
い
る
が
同
姓
不
婚

を
破
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
々
存
在
し
て
い
る
 30

。
恐
ら
く
、【
史
料
10
】
に
あ
る

久
米
村
系
家
譜
の
改
変
は
、
日
本
関
係
記
事
の
削
除
と
、「
冠
船
御
世
譜
」
の
よ
う

な
同
姓
不
婚
の
演
出
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
尚
王
家
と
い
う
上
位
か
ら
、
諸
士
ま
で
演
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教

文
化
を
受
容
し
て
い
る
意
志
表
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
家
譜
の
持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
は
、

冊
封
と
い
う
対
外
的
な
空
間
を
意
識
し
て
再
編
纂
・
調
整
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
正
史
と
同
様
に
、
冊
封
使
の

閲
覧
を
想
定
し
つ
つ
琉
球
王
国
の
内
実
を
不
可
視
化
・
中
国
へ
忠
順
な
朝
貢
国
琉
球

を
演
出
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。  

お
わ
り
に

　以
上
、
琉
球
家
譜
は
、
厳
格
な
御
系
図
座
の
管
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
信
頼
性

を
背
景
に
持
ち
つ
つ
、
冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
外
交
上
の
演

出
す
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
中
国
（
清
朝
）
が
家
譜

を
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
対
日
本
関
系
の
隠
蔽
と
同
時
に
、
儒
教
文
化
の
受
容
を
演

出
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
琉
球
家
譜
の
動
態
的
な
点
と
言
え

よ
う
。
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
と
、
右
に
つ
い
て
言
え
ば
、
正
史
と
同
様

に
家
譜
は
、
対
中
国
外
交
の
中
で
問
題
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
王
国
の
生
存
戦
略

を
支
え
た
可
変
的
な
記
録
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
単
な
る
家
の
系
図
で

は
な
く
、
王
国
に
と
っ
て
内
政
・
外
交
と
も
に
多
面
的
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
系
図
文
化
の
中
で
、
こ
う
し
た
点
は
琉
球
家
譜
の
特

質
す
べ
き
事
柄
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

田
名
真
之
「
身
分
制
―
士
と
農
」（『
新
琉
球
史  

近
世
編
（
下
）』
琉
球
新
報
社
、

一
九
九
〇
年
）。

２

渡
口
真
清
「
系
図
と
門
中
」（『
沖
縄
文
化
』
第
二
五
号
）、
田
名
真
之
『
沖
縄
近

世
史
の
諸
相
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
門
中
」（『
シ

リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現
在  

系
図
が
語
る
世
界
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
小

熊
誠
『
沖
縄
に
お
け
る
門
中
の
歴
史
民
俗
的
研
究
』（
第
一
書
房
、
二
〇
二
三
年
）、

武
井
基
晃
「
系
図
を
つ
な
ぐ
―
屋
取
集
落
の
士
族
系
門
中
に
よ
る
系
図
作
成
の

実
例
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
三
八
号
二
〇
一
二
年
）、
同
「
姓
の
継
承
・
創
設

―
近
世
琉
球
の
士
の
制
度
と
近
代
沖
縄
の
シ
ジ
タ
ダ
シ
」（
小
浜
正
子
ほ
か
編
『
東

ア
ジ
ア
は
「
儒
教
社
会
」
か
？ 

ア
ジ
ア
家
族
の
変
容
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
二
二
年
）。

３

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（
前
掲
注（
２
） 

田
名
著
書
、
初
出

一
九
七
九
年
）。

４

麻
生
伸
一
「
一
八
、一
九
世
紀
に
お
け
る
琉
球
国
の
外
交
儀
礼
―
起
請
文
と
冠
船

に
関
す
る
儀
礼
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
№
一
〇
四
七
、二
〇
二
四
年
）。

５

前
掲
注（
３
） 

田
名
論
文
。

６

那
覇
市
歴
史
博
物
館
編
『
令
和
七
年
度
那
覇
市
歴
史
博
物
館  

重
要
文
化
財
指
定

答
申
記
念  

特
別
展  

琉
球
家
譜
』（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
二
五
年
）。

７

い
わ
ゆ
る
琉
球
辞
令
書
と
言
わ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
近
年
で
は
「
琉
球
国
王
朱
印

状
」
と
言
う
呼
称
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
琉
球
辞
令
書
」

を
用
い
る
。

８
「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」（『
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
典
蔵  

琉
球
関
係
史
料
集

成 

第
一
巻
』
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
）。

９

前
掲
注（
８
） 「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」。

10

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
に
み
る
中
国
文
化
・
思
想
の
影
響
」（
前
掲
注（
２
）  

田

名
著
書
所
収
）。

11

と
こ
ろ
で
、【
史
料
２
】
に
見
え
る
「
か
な
交
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
和
系
格

は
、
世
系
図
が
大
和
風
の
系
図
の
記
し
方
で
あ
る
一
方
、
家
譜
記
録
は
漢
文
体

で
あ
る
。
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
家
譜
編
集
令
が
出
る
以
前
も
三
度
に

渡
る
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
、
②
の
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
家

譜
編
纂
時
の
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
、

羽
地
朝
秀
が
編
纂
し
た
正
史
と
し
て
『
中
山
世
鑑
』
が
あ
る
。『
中
山
世
鑑
』
は

奉
行
か
ら
町
方
（
首
里
・
那
覇
・
泊
・
久
米
村
）
へ
次
の
こ
と
に
つ
い
て
通
達
が
あ

っ
た
。
尚
育
が
冊
封
さ
れ
る
道
光
一
八
（
一
八
三
八
）
年
を
事
例
に
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
９
】

【
史
料
９
】 20 

一
、
和
書
之
内
、
御
当
地
よ
り
日
本
へ
通
融
之
儀
共
相
記
置
候
等
た
う
人
江
見

せ
間
敷
事
、

一
、
御
国
元
之
衆
江
取
遣
之
書
状
、
右
同
断
、

一
、
上
国
人
日
記
其
外
御
国
元
江
相
掛
候
書
付
・
願
、
右
同
断
、

一
、
諸
人
系
録
之
内
、
上
国
之
段
相
記
置
候
願
、
右
同
断
、

　こ
れ
は
、
滞
在
中
の
中
国
人
達
が
町
方
居
住
の
士
た
ち
と
交
流
を
持
っ
た
際
に
、

注
意
す
る
べ
き
こ
と
を
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
琉
球
が
日
本
人
と
の
交

流
を
示
す
書
物
や
書
状
に
つ
い
て
隠
ぺ
い
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
「
諸
人
系
録
之
内
…
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
士
の
家
譜

記
録
を
指
し
て
い
る
。
琉
球
の
諸
士
は
公
務
に
よ
っ
て
、
薩
摩
な
ど
の
日
本
へ
上
国

す
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
係
る
記
録
を
中
国
へ
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
府
は
町
方
居
住

の
士
へ
隠
ぺ
い
の
指
示
を
下
達
し
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
次
の
指
示
も
注
目
さ
れ
る
。
琉
球
の
諸
士
の
内
、
対
中
国
外
交
の

中
心
を
担
っ
た
の
が
久
米
村
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
久
米
村
の
士
を
対
象
に
次

の
通
達
が
あ
っ
た
（
朱
書
き
は
ゴ
シ
ッ
ク
）。
す
で
に
、
麻
生
伸
一
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
 21

、
次
に
紹
介
し
た
い
。

【
史
料

【
史
料
1010
】】 22 

 

　戌
当
年
十
月
四
日

勅
使
様
よ
り
久
米
村
人
系
図
御
用
有
之
候
付
、
調
方
之
上
差
障
候
儀
者
相
除
差

上
候
様
申
渡
候
事
、

　本
史
料
は
「
丙
寅
冠
船
付
事
抜
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

同
治
五
（
一
八
六
六
）
年
の
尚
泰
王
冊
封
の
冠
船
が
渡
来
し
た
際
に
、
琉
球
国
内
で

注
意
す
べ
き
こ
と
を
抜
書
き
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
中
国
よ
り

渡
来
し
た
「
閩
人
三
十
六
姓
」
を
ル
ー
ツ
に
持
つ
久
米
村
士
は
、
中
国
の
冊
封
使
よ

り
家
譜
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
 23

。
そ
れ
を
考
慮
し
て
か
、
王
府

は
久
米
村
士
に
対
し
て
【
史
料
10
】
の
こ
と
を
下
達
し
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、【
史
料
９
】
に
も
係
る
が
、
久
米
村
士
は
公
務
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
行

く
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
功
績
と
し
て
家
譜
へ
記
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
冊
封

使
へ
見
せ
る
と
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
日
本
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
削
除
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

作
業
は
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
か
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
冊
封
使
に
と
っ
て
閲
覧

さ
れ
う
る
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
府
は
そ
れ
を
意
識
し
て
お
り
、

冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
の
作
成
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
家
譜
は
諸
士
の
系
譜
に
な
る
が
、
尚
王
家
の
譜
と
し
て
の
『
中
山
世

譜
』
が
あ
る
。
興
味
深
い
事
例
と
し
て
少
し
紹
介
し
た
い
。
徐
葆
光
の
『
中
山
傳
信

録
』
に
は
尚
王
家
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

【
史
料

【
史
料
1111
】】  24

首
里
四
大
姓
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
。
向
氏
、
即
国
王
尚
姓
之
別
族
少
遠
則
稱

向
以
別
之
。
故
世
世
不
與
王
家
通
婚
。
其
本
國
者
、
與
王
家
婚
姻
者
、
惟
翁
・

毛
・
馬
三
家
、
世
為
王
舅
法
司
。

　『中
山
傳
信
録
』
に
よ
れ
ば
、
首
里
の
四
大
姓
と
し
て
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
氏
で
あ
り
、

向
氏
は
国
王
の
尚
姓
の
別
族
で
あ
り
、
向
を
称
し
て
区
別
す
る
。
そ
れ
故
、
王
家
と

通
婚
を
し
な
い
。
琉
球
国
で
は
翁
氏
・
毛
氏
・
馬
氏
の
三
家
が
王
家
と
婚
姻
を
結
び
、

代
々
三
司
官
（「
法
司
」）
と
な
る
、
と
あ
る
。

　こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
五
（
一
八
〇
五
）
年
に
渡
来
し
た
李
鼎
元
の
『
使

琉
球
紀
』
に
も
見
え
、
王
府
は
【
史
料
11
】
の
よ
う
に
「
尚
」
と
「
向
」
は
別
々
の

一
族
で
あ
る
が
、
婚
姻
関
係
は
な
い
と
説
明
を
し
て
い
る
 25

。

　こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、
尚
王
家
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
演
出
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
 26

。
尚
王
家

は
『
中
山
世
譜
』
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
同
じ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
人
た
ち
に

よ
る
婚
姻
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
中
国
で
忌
諱
す
る
習
俗

で
あ
る
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
受
容
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、

王
府
で
は
い
く
つ
か
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
冊
封
使
閲
覧
用

の
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
冠
船
御
世
譜
」
で
あ
る
 27

。
と
り
わ
け
、

王
家
の
婚
姻
関
係
を
持
つ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
妃
た
ち
の
出
自
に
つ
い
て
、
わ

−125−（6）

ざ
と
違
う
氏
を
用
意
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
王
府
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
画
策
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
 28

。

　こ
う
し
た
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
、
小
熊
誠
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
久
米
村
士

は
同
姓
不
婚
を
遵
守
し
て
い
た
 29

。
し
か
し
、
小
熊
氏
も
触
れ
て
い
る
が
同
姓
不
婚

を
破
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
々
存
在
し
て
い
る
 30

。
恐
ら
く
、【
史
料
10
】
に
あ
る

久
米
村
系
家
譜
の
改
変
は
、
日
本
関
係
記
事
の
削
除
と
、「
冠
船
御
世
譜
」
の
よ
う

な
同
姓
不
婚
の
演
出
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
尚
王
家
と
い
う
上
位
か
ら
、
諸
士
ま
で
演
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教

文
化
を
受
容
し
て
い
る
意
志
表
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
家
譜
の
持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
は
、

冊
封
と
い
う
対
外
的
な
空
間
を
意
識
し
て
再
編
纂
・
調
整
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
正
史
と
同
様
に
、
冊
封
使
の

閲
覧
を
想
定
し
つ
つ
琉
球
王
国
の
内
実
を
不
可
視
化
・
中
国
へ
忠
順
な
朝
貢
国
琉
球

を
演
出
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。  

お
わ
り
に

　以
上
、
琉
球
家
譜
は
、
厳
格
な
御
系
図
座
の
管
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
信
頼
性

を
背
景
に
持
ち
つ
つ
、
冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
外
交
上
の
演

出
す
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
中
国
（
清
朝
）
が
家
譜

を
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
対
日
本
関
系
の
隠
蔽
と
同
時
に
、
儒
教
文
化
の
受
容
を
演

出
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
琉
球
家
譜
の
動
態
的
な
点
と
言
え

よ
う
。
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
と
、
右
に
つ
い
て
言
え
ば
、
正
史
と
同
様

に
家
譜
は
、
対
中
国
外
交
の
中
で
問
題
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
王
国
の
生
存
戦
略

を
支
え
た
可
変
的
な
記
録
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
単
な
る
家
の
系
図
で

は
な
く
、
王
国
に
と
っ
て
内
政
・
外
交
と
も
に
多
面
的
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
系
図
文
化
の
中
で
、
こ
う
し
た
点
は
琉
球
家
譜
の
特

質
す
べ
き
事
柄
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

田
名
真
之
「
身
分
制
―
士
と
農
」（『
新
琉
球
史  

近
世
編
（
下
）』
琉
球
新
報
社
、

一
九
九
〇
年
）。

２

渡
口
真
清
「
系
図
と
門
中
」（『
沖
縄
文
化
』
第
二
五
号
）、
田
名
真
之
『
沖
縄
近

世
史
の
諸
相
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
門
中
」（『
シ

リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現
在  

系
図
が
語
る
世
界
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
小

熊
誠
『
沖
縄
に
お
け
る
門
中
の
歴
史
民
俗
的
研
究
』（
第
一
書
房
、
二
〇
二
三
年
）、

武
井
基
晃
「
系
図
を
つ
な
ぐ
―
屋
取
集
落
の
士
族
系
門
中
に
よ
る
系
図
作
成
の

実
例
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
三
八
号
二
〇
一
二
年
）、
同
「
姓
の
継
承
・
創
設

―
近
世
琉
球
の
士
の
制
度
と
近
代
沖
縄
の
シ
ジ
タ
ダ
シ
」（
小
浜
正
子
ほ
か
編
『
東

ア
ジ
ア
は
「
儒
教
社
会
」
か
？ 

ア
ジ
ア
家
族
の
変
容
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
二
二
年
）。

３

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（
前
掲
注（
２
） 

田
名
著
書
、
初
出

一
九
七
九
年
）。

４

麻
生
伸
一
「
一
八
、一
九
世
紀
に
お
け
る
琉
球
国
の
外
交
儀
礼
―
起
請
文
と
冠
船

に
関
す
る
儀
礼
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
№
一
〇
四
七
、二
〇
二
四
年
）。

５

前
掲
注（
３
） 

田
名
論
文
。

６

那
覇
市
歴
史
博
物
館
編
『
令
和
七
年
度
那
覇
市
歴
史
博
物
館  

重
要
文
化
財
指
定

答
申
記
念  

特
別
展  

琉
球
家
譜
』（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
二
五
年
）。

７

い
わ
ゆ
る
琉
球
辞
令
書
と
言
わ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
近
年
で
は
「
琉
球
国
王
朱
印

状
」
と
言
う
呼
称
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
琉
球
辞
令
書
」

を
用
い
る
。

８
「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」（『
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
典
蔵  

琉
球
関
係
史
料
集

成 

第
一
巻
』
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
）。

９

前
掲
注（
８
） 「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」。

10

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
に
み
る
中
国
文
化
・
思
想
の
影
響
」（
前
掲
注（
２
）  

田

名
著
書
所
収
）。

11

と
こ
ろ
で
、【
史
料
２
】
に
見
え
る
「
か
な
交
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
和
系
格

は
、
世
系
図
が
大
和
風
の
系
図
の
記
し
方
で
あ
る
一
方
、
家
譜
記
録
は
漢
文
体

で
あ
る
。
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
家
譜
編
集
令
が
出
る
以
前
も
三
度
に

渡
る
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
、
②
の
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
家

譜
編
纂
時
の
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
、

羽
地
朝
秀
が
編
纂
し
た
正
史
と
し
て
『
中
山
世
鑑
』
が
あ
る
。『
中
山
世
鑑
』
は

奉
行
か
ら
町
方
（
首
里
・
那
覇
・
泊
・
久
米
村
）
へ
次
の
こ
と
に
つ
い
て
通
達
が
あ

っ
た
。
尚
育
が
冊
封
さ
れ
る
道
光
一
八
（
一
八
三
八
）
年
を
事
例
に
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
９
】

【
史
料
９
】 20 

一
、
和
書
之
内
、
御
当
地
よ
り
日
本
へ
通
融
之
儀
共
相
記
置
候
等
た
う
人
江
見

せ
間
敷
事
、

一
、
御
国
元
之
衆
江
取
遣
之
書
状
、
右
同
断
、

一
、
上
国
人
日
記
其
外
御
国
元
江
相
掛
候
書
付
・
願
、
右
同
断
、

一
、
諸
人
系
録
之
内
、
上
国
之
段
相
記
置
候
願
、
右
同
断
、

　こ
れ
は
、
滞
在
中
の
中
国
人
達
が
町
方
居
住
の
士
た
ち
と
交
流
を
持
っ
た
際
に
、

注
意
す
る
べ
き
こ
と
を
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
琉
球
が
日
本
人
と
の
交

流
を
示
す
書
物
や
書
状
に
つ
い
て
隠
ぺ
い
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
「
諸
人
系
録
之
内
…
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
士
の
家
譜

記
録
を
指
し
て
い
る
。
琉
球
の
諸
士
は
公
務
に
よ
っ
て
、
薩
摩
な
ど
の
日
本
へ
上
国

す
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
係
る
記
録
を
中
国
へ
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
府
は
町
方
居
住

の
士
へ
隠
ぺ
い
の
指
示
を
下
達
し
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
次
の
指
示
も
注
目
さ
れ
る
。
琉
球
の
諸
士
の
内
、
対
中
国
外
交
の

中
心
を
担
っ
た
の
が
久
米
村
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
久
米
村
の
士
を
対
象
に
次

の
通
達
が
あ
っ
た
（
朱
書
き
は
ゴ
シ
ッ
ク
）。
す
で
に
、
麻
生
伸
一
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
 21

、
次
に
紹
介
し
た
い
。

【
史
料

【
史
料
1010
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　戌
当
年
十
月
四
日

勅
使
様
よ
り
久
米
村
人
系
図
御
用
有
之
候
付
、
調
方
之
上
差
障
候
儀
者
相
除
差

上
候
様
申
渡
候
事
、

　本
史
料
は
「
丙
寅
冠
船
付
事
抜
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

同
治
五
（
一
八
六
六
）
年
の
尚
泰
王
冊
封
の
冠
船
が
渡
来
し
た
際
に
、
琉
球
国
内
で

注
意
す
べ
き
こ
と
を
抜
書
き
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
中
国
よ
り

渡
来
し
た
「
閩
人
三
十
六
姓
」
を
ル
ー
ツ
に
持
つ
久
米
村
士
は
、
中
国
の
冊
封
使
よ

り
家
譜
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
 23

。
そ
れ
を
考
慮
し
て
か
、
王
府

は
久
米
村
士
に
対
し
て
【
史
料
10
】
の
こ
と
を
下
達
し
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、【
史
料
９
】
に
も
係
る
が
、
久
米
村
士
は
公
務
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
行

く
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
功
績
と
し
て
家
譜
へ
記
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
冊
封

使
へ
見
せ
る
と
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
日
本
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
削
除
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

作
業
は
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
か
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
冊
封
使
に
と
っ
て
閲
覧

さ
れ
う
る
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
府
は
そ
れ
を
意
識
し
て
お
り
、

冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
の
作
成
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
家
譜
は
諸
士
の
系
譜
に
な
る
が
、
尚
王
家
の
譜
と
し
て
の
『
中
山
世

譜
』
が
あ
る
。
興
味
深
い
事
例
と
し
て
少
し
紹
介
し
た
い
。
徐
葆
光
の
『
中
山
傳
信

録
』
に
は
尚
王
家
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

【
史
料

【
史
料
1111
】】  24

首
里
四
大
姓
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
。
向
氏
、
即
国
王
尚
姓
之
別
族
少
遠
則
稱

向
以
別
之
。
故
世
世
不
與
王
家
通
婚
。
其
本
國
者
、
與
王
家
婚
姻
者
、
惟
翁
・

毛
・
馬
三
家
、
世
為
王
舅
法
司
。

　『中
山
傳
信
録
』
に
よ
れ
ば
、
首
里
の
四
大
姓
と
し
て
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
氏
で
あ
り
、

向
氏
は
国
王
の
尚
姓
の
別
族
で
あ
り
、
向
を
称
し
て
区
別
す
る
。
そ
れ
故
、
王
家
と

通
婚
を
し
な
い
。
琉
球
国
で
は
翁
氏
・
毛
氏
・
馬
氏
の
三
家
が
王
家
と
婚
姻
を
結
び
、

代
々
三
司
官
（「
法
司
」）
と
な
る
、
と
あ
る
。

　こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
五
（
一
八
〇
五
）
年
に
渡
来
し
た
李
鼎
元
の
『
使

琉
球
紀
』
に
も
見
え
、
王
府
は
【
史
料
11
】
の
よ
う
に
「
尚
」
と
「
向
」
は
別
々
の

一
族
で
あ
る
が
、
婚
姻
関
係
は
な
い
と
説
明
を
し
て
い
る
 25

。

　こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、
尚
王
家
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
演
出
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
 26

。
尚
王
家

は
『
中
山
世
譜
』
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
同
じ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
人
た
ち
に

よ
る
婚
姻
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
中
国
で
忌
諱
す
る
習
俗

で
あ
る
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
受
容
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、

王
府
で
は
い
く
つ
か
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
冊
封
使
閲
覧
用

の
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
冠
船
御
世
譜
」
で
あ
る
 27

。
と
り
わ
け
、

王
家
の
婚
姻
関
係
を
持
つ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
妃
た
ち
の
出
自
に
つ
い
て
、
わ

−124−（7）



ざ
と
違
う
氏
を
用
意
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
王
府
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
画
策
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
 28

。

　こ
う
し
た
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
、
小
熊
誠
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
久
米
村
士

は
同
姓
不
婚
を
遵
守
し
て
い
た
 29

。
し
か
し
、
小
熊
氏
も
触
れ
て
い
る
が
同
姓
不
婚

を
破
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
々
存
在
し
て
い
る
 30

。
恐
ら
く
、【
史
料
10
】
に
あ
る

久
米
村
系
家
譜
の
改
変
は
、
日
本
関
係
記
事
の
削
除
と
、「
冠
船
御
世
譜
」
の
よ
う

な
同
姓
不
婚
の
演
出
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
尚
王
家
と
い
う
上
位
か
ら
、
諸
士
ま
で
演
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
教

文
化
を
受
容
し
て
い
る
意
志
表
明
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
家
譜
の
持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
は
、

冊
封
と
い
う
対
外
的
な
空
間
を
意
識
し
て
再
編
纂
・
調
整
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
と

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
正
史
と
同
様
に
、
冊
封
使
の

閲
覧
を
想
定
し
つ
つ
琉
球
王
国
の
内
実
を
不
可
視
化
・
中
国
へ
忠
順
な
朝
貢
国
琉
球

を
演
出
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。  

お
わ
り
に

　以
上
、
琉
球
家
譜
は
、
厳
格
な
御
系
図
座
の
管
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
信
頼
性

を
背
景
に
持
ち
つ
つ
、
冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
外
交
上
の
演

出
す
る
役
割
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
中
国
（
清
朝
）
が
家
譜

を
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
対
日
本
関
系
の
隠
蔽
と
同
時
に
、
儒
教
文
化
の
受
容
を
演

出
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
琉
球
家
譜
の
動
態
的
な
点
と
言
え

よ
う
。
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
と
、
右
に
つ
い
て
言
え
ば
、
正
史
と
同
様

に
家
譜
は
、
対
中
国
外
交
の
中
で
問
題
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
王
国
の
生
存
戦
略

を
支
え
た
可
変
的
な
記
録
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
琉
球
家
譜
は
、
単
な
る
家
の
系
図
で

は
な
く
、
王
国
に
と
っ
て
内
政
・
外
交
と
も
に
多
面
的
な
役
割
を
有
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
系
図
文
化
の
中
で
、
こ
う
し
た
点
は
琉
球
家
譜
の
特

質
す
べ
き
事
柄
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

田
名
真
之
「
身
分
制
―
士
と
農
」（『
新
琉
球
史  

近
世
編
（
下
）』
琉
球
新
報
社
、

一
九
九
〇
年
）。

２

渡
口
真
清
「
系
図
と
門
中
」（『
沖
縄
文
化
』
第
二
五
号
）、
田
名
真
之
『
沖
縄
近

世
史
の
諸
相
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
門
中
」（『
シ

リ
ー
ズ
歴
史
学
の
現
在  

系
図
が
語
る
世
界
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
小

熊
誠
『
沖
縄
に
お
け
る
門
中
の
歴
史
民
俗
的
研
究
』（
第
一
書
房
、
二
〇
二
三
年
）、

武
井
基
晃
「
系
図
を
つ
な
ぐ
―
屋
取
集
落
の
士
族
系
門
中
に
よ
る
系
図
作
成
の

実
例
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
三
八
号
二
〇
一
二
年
）、
同
「
姓
の
継
承
・
創
設

―
近
世
琉
球
の
士
の
制
度
と
近
代
沖
縄
の
シ
ジ
タ
ダ
シ
」（
小
浜
正
子
ほ
か
編
『
東

ア
ジ
ア
は
「
儒
教
社
会
」
か
？ 

ア
ジ
ア
家
族
の
変
容
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
二
二
年
）。

３

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（
前
掲
注（
２
） 

田
名
著
書
、
初
出

一
九
七
九
年
）。

４

麻
生
伸
一
「
一
八
、一
九
世
紀
に
お
け
る
琉
球
国
の
外
交
儀
礼
―
起
請
文
と
冠
船

に
関
す
る
儀
礼
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
№
一
〇
四
七
、二
〇
二
四
年
）。

５

前
掲
注（
３
） 

田
名
論
文
。

６

那
覇
市
歴
史
博
物
館
編
『
令
和
七
年
度
那
覇
市
歴
史
博
物
館  

重
要
文
化
財
指
定

答
申
記
念  

特
別
展  

琉
球
家
譜
』（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
二
五
年
）。

７

い
わ
ゆ
る
琉
球
辞
令
書
と
言
わ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
近
年
で
は
「
琉
球
国
王
朱
印

状
」
と
言
う
呼
称
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
琉
球
辞
令
書
」

を
用
い
る
。

８
「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」（『
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
典
蔵  

琉
球
関
係
史
料
集

成 

第
一
巻
』
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
）。

９

前
掲
注（
８
） 「
乾
隆
四
年  

親
見
世
日
記
」。

10

田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
に
み
る
中
国
文
化
・
思
想
の
影
響
」（
前
掲
注（
２
）  

田

名
著
書
所
収
）。

11

と
こ
ろ
で
、【
史
料
２
】
に
見
え
る
「
か
な
交
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
和
系
格

は
、
世
系
図
が
大
和
風
の
系
図
の
記
し
方
で
あ
る
一
方
、
家
譜
記
録
は
漢
文
体

で
あ
る
。
前
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
家
譜
編
集
令
が
出
る
以
前
も
三
度
に

渡
る
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
、
②
の
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
家

譜
編
纂
時
の
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
、

羽
地
朝
秀
が
編
纂
し
た
正
史
と
し
て
『
中
山
世
鑑
』
が
あ
る
。『
中
山
世
鑑
』
は

奉
行
か
ら
町
方
（
首
里
・
那
覇
・
泊
・
久
米
村
）
へ
次
の
こ
と
に
つ
い
て
通
達
が
あ

っ
た
。
尚
育
が
冊
封
さ
れ
る
道
光
一
八
（
一
八
三
八
）
年
を
事
例
に
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
９
】

【
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一
、
和
書
之
内
、
御
当
地
よ
り
日
本
へ
通
融
之
儀
共
相
記
置
候
等
た
う
人
江
見

せ
間
敷
事
、

一
、
御
国
元
之
衆
江
取
遣
之
書
状
、
右
同
断
、

一
、
上
国
人
日
記
其
外
御
国
元
江
相
掛
候
書
付
・
願
、
右
同
断
、

一
、
諸
人
系
録
之
内
、
上
国
之
段
相
記
置
候
願
、
右
同
断
、

　こ
れ
は
、
滞
在
中
の
中
国
人
達
が
町
方
居
住
の
士
た
ち
と
交
流
を
持
っ
た
際
に
、

注
意
す
る
べ
き
こ
と
を
下
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
琉
球
が
日
本
人
と
の
交

流
を
示
す
書
物
や
書
状
に
つ
い
て
隠
ぺ
い
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

傍
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
「
諸
人
系
録
之
内
…
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
士
の
家
譜

記
録
を
指
し
て
い
る
。
琉
球
の
諸
士
は
公
務
に
よ
っ
て
、
薩
摩
な
ど
の
日
本
へ
上
国

す
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
係
る
記
録
を
中
国
へ
見
ら
れ
る
こ
と

は
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
府
は
町
方
居
住

の
士
へ
隠
ぺ
い
の
指
示
を
下
達
し
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
他
に
も
、
次
の
指
示
も
注
目
さ
れ
る
。
琉
球
の
諸
士
の
内
、
対
中
国
外
交
の

中
心
を
担
っ
た
の
が
久
米
村
士
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
久
米
村
の
士
を
対
象
に
次

の
通
達
が
あ
っ
た
（
朱
書
き
は
ゴ
シ
ッ
ク
）。
す
で
に
、
麻
生
伸
一
氏
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
 21

、
次
に
紹
介
し
た
い
。

【
史
料
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　戌
当
年
十
月
四
日

勅
使
様
よ
り
久
米
村
人
系
図
御
用
有
之
候
付
、
調
方
之
上
差
障
候
儀
者
相
除
差

上
候
様
申
渡
候
事
、

　本
史
料
は
「
丙
寅
冠
船
付
事
抜
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

同
治
五
（
一
八
六
六
）
年
の
尚
泰
王
冊
封
の
冠
船
が
渡
来
し
た
際
に
、
琉
球
国
内
で

注
意
す
べ
き
こ
と
を
抜
書
き
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
中
国
よ
り

渡
来
し
た
「
閩
人
三
十
六
姓
」
を
ル
ー
ツ
に
持
つ
久
米
村
士
は
、
中
国
の
冊
封
使
よ

り
家
譜
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
 23

。
そ
れ
を
考
慮
し
て
か
、
王
府

は
久
米
村
士
に
対
し
て
【
史
料
10
】
の
こ
と
を
下
達
し
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、【
史
料
９
】
に
も
係
る
が
、
久
米
村
士
は
公
務
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
行

く
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
功
績
と
し
て
家
譜
へ
記
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
冊
封

使
へ
見
せ
る
と
、
日
本
と
の
関
係
が
露
見
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
日
本
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
削
除
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

作
業
は
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
か
。
す
な
わ
ち
、
家
譜
は
冊
封
使
に
と
っ
て
閲
覧

さ
れ
う
る
文
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
王
府
は
そ
れ
を
意
識
し
て
お
り
、

冊
封
使
閲
覧
用
の
家
譜
の
作
成
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
家
譜
は
諸
士
の
系
譜
に
な
る
が
、
尚
王
家
の
譜
と
し
て
の
『
中
山
世

譜
』
が
あ
る
。
興
味
深
い
事
例
と
し
て
少
し
紹
介
し
た
い
。
徐
葆
光
の
『
中
山
傳
信

録
』
に
は
尚
王
家
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

【
史
料

【
史
料
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首
里
四
大
姓
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
。
向
氏
、
即
国
王
尚
姓
之
別
族
少
遠
則
稱

向
以
別
之
。
故
世
世
不
與
王
家
通
婚
。
其
本
國
者
、
與
王
家
婚
姻
者
、
惟
翁
・

毛
・
馬
三
家
、
世
為
王
舅
法
司
。

　『中
山
傳
信
録
』
に
よ
れ
ば
、
首
里
の
四
大
姓
と
し
て
、
向
・
翁
・
毛
・
馬
氏
で
あ
り
、

向
氏
は
国
王
の
尚
姓
の
別
族
で
あ
り
、
向
を
称
し
て
区
別
す
る
。
そ
れ
故
、
王
家
と

通
婚
を
し
な
い
。
琉
球
国
で
は
翁
氏
・
毛
氏
・
馬
氏
の
三
家
が
王
家
と
婚
姻
を
結
び
、

代
々
三
司
官
（「
法
司
」）
と
な
る
、
と
あ
る
。

　こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
五
（
一
八
〇
五
）
年
に
渡
来
し
た
李
鼎
元
の
『
使

琉
球
紀
』
に
も
見
え
、
王
府
は
【
史
料
11
】
の
よ
う
に
「
尚
」
と
「
向
」
は
別
々
の

一
族
で
あ
る
が
、
婚
姻
関
係
は
な
い
と
説
明
を
し
て
い
る
 25

。

　こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
か
。
す
で
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、
尚
王
家
に
よ
る
同
姓
不
婚
の
演
出
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
 26

。
尚
王
家

は
『
中
山
世
譜
』
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
同
じ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
人
た
ち
に

よ
る
婚
姻
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
中
国
で
忌
諱
す
る
習
俗

で
あ
る
同
姓
不
婚
に
つ
い
て
受
容
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、

王
府
で
は
い
く
つ
か
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
冊
封
使
閲
覧
用

の
『
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
冠
船
御
世
譜
」
で
あ
る
 27

。
と
り
わ
け
、

王
家
の
婚
姻
関
係
を
持
つ
「
向
氏
」
の
出
自
を
持
つ
妃
た
ち
の
出
自
に
つ
い
て
、
わ

−124−（7）



概
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　『元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
は
、
令
和
四
年
度
に
金
城
清
子
氏
よ
り
当
館
へ
寄
贈

さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、『
氏
集

　首
里
那
覇
』（
注
１
）
の
二
番-

二
五
六
に
当
た

る
（
注
２
）。
こ
れ
ま
で
、
那
覇
市
や
沖
縄
県
に
よ
る
家
譜
収
集
事
業
に
お
い
て

実
物
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
、
世
系
図
に
「
首
里
之
印
」
の
朱
方
印

が
押
さ
れ
た
家
格
護
の
家
譜
で
あ
る
。
元
祖
（
立
口
）
は
、
元
げ
ん
か
い
ぎ
ょ
く

開
極
・
糸い
と
か
ず数
知ち
ね
ん念

親
雲
上
庸よ

う
ち
ゅ
う
忠
か
ら
数
え
て
三
世
の
元
げ
ん
こ
く
し
ょ
う

國
祥
・
知
念
子
庸よ
う
え
い盈
の
長
男
・
庸よ
う
せ
い正
で
あ
る
。

庸
正
は
四
世
と
表
記
さ
れ
、
本
家
譜
の
世
系
図
に
は
十
世
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　元
姓
の
名
乗
頭
は
「
庸
」
で
あ
る
が
、
七
世
・
庸よ
う
た
い泰
の
息
子
た
ち
（
八
世
）
か

ら
名
乗
頭
が
「
盛
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
七
世
・
庸
泰
の

長
男
・
盛せ
い
え
ん演
の
本
名
が
庸よ
う
ぜ
ん善
、
次
男
・
盛せ
い
き記
は
庸よ
う
嘉か

と
注
釈
が
つ
い
て
お
り
、
各

人
の
記
事
に
は
、「
本
名
乗
頭
字
庸
た
り
と
い
え
ど
も
、
字
性
悪
敷
に
よ
り
訟
を

奏
し
て
、
盛
に
改
む
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
後
盛
の
字
を
用
い
る
な
り
。」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
七
世
・
庸
泰
の
三
男
・
盛せ
い
憙き

に
は
名
乗
頭
に
庸
の
字
は
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
盛
憙
が
生
ま
れ
た
一
七
九
〇
年
ま
で
に
訴
え
が
認
め
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
氏
集

　首
里
那
覇
』
の
二
番-

二
五
五
の
「
元

氏

　仲な
か
み
ね嶺
筑
登
之
親
雲
上
」
と
は
、
一
世
が
共
通
し
て
い
る
。
二
番-

二
五
五
の

方
は
、
一
世
・
庸
忠
の
次
男
で
あ
る
元げ
ん
け
ん
く
ん

建
勲
・
知
念
筑
登
之
盛せ
い
じ
ゅ
う
重
が
元
祖
（
立
口
）

で
、
二
番-

二
五
六
の
四
世
・
庸
正
か
ら
二
世
代
前
に
相
当
す
る
が
、
名
乗
頭
に

盛
が
使
わ
れ
て
い
る
。
実
物
資
料
の
所
在
が
不
明
な
の
で
確
認
で
き
な
い
が
、
後

追
い
で
名
前
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

　『元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
の
紀
録
は
、
元
姓
の
分
家
と
し
て
四
世
の
庸
正
・
知

念
筑
登
之
親
雲
上
の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
筑
登
之
家
の
筋
目

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
筑
登
之
座
敷
（
従
九
品
）
か
ら
黄
冠
に

叙
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
紀
録
中
で
最
も
高
い
位
階
に

陞
っ
た
者
は
八
世
・
盛
演
で
、
一
八
二
六
年
に
勢
頭
座
敷
（
従
六
品
）

に
叙
せ
ら
れ
た
。

　元
祖
（
立
口
）
で
あ
る
四
世
・
庸
正
（
一
六
六
四
年
生
ま
れ
）
は
、

一
六
八
〇
年
に
元
服
後
、
一
七
三
〇
年
に
黄
冠
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、

職
歴
が
な
い
ま
ま
一
七
四
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
五
世
や
六
世

も
職
歴
は
な
い
。
一
方
、
七
世
・
庸よ

う

長ち
ょ
う（
一
七
五
五
年
生
ま
れ
）

は
、
一
七
九
五
年
に
王
府
の
道
具
を
管
理
す
る
御
道
具
当
筆
者
、

一
八
一
一
年
に
は
野の

嵩だ
け
御
殿
の
取
次
や
祭
事
を
担
当
す
る
野
嵩
御
殿

庫
理
大
屋
子
と
な
っ
た
。
そ
の
弟
で
あ
る
七
世
・
庸
泰
（
一
七
五
八

年
生
ま
れ
）
は
、
一
七
八
二
年
に
御
番
所
御
番
筑
登
之
と
な
り
、

一
七
九
三
年
に
は
給
地
蔵
筆
者
と
い
う
各
間
切
か
ら
集
め
ら
れ
る
上

納
物
を
司
る
部
署
の
役
職
を
得
た
こ
と
か
ら
、
国
王
よ
り
御
玉
貫
一

双
を
賀
賜
さ
れ
た
。
こ
の
兄
弟
の
父
親
で
あ
る
六
世
・
庸よ

う
松し
ょ
うの
継
室

は
士
（
サ
ム
レ
ー
）
の
表
ひ
ょ
う
う
じ氏
出
身
（
玉た
ま
よ
せ寄
仁
屋
娘
）
と
記
さ
れ
て
お

り
、
本
家
譜
中
で
初
め
て
士
出
身
の
室
（
妻
）
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
辺
り
の
何
ら
か
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
、
息
子
た
ち
に
筆
者

等
の
勤
め
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
例
を
比
較

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
七
世
・
庸
泰
の
長
男
で
あ
る
八
世
・

盛
演
（
一
七
八
二
年
生
ま
れ
）
は
、
一
八
一
四
年
に
御
茶
屋
筆
者
、

一
八
二
一
年
に
山
奉
行
筆
者
、
一
八
二
六
年
に
請
地
代
官
主
取
と
な

っ
た
。
そ
の
弟
で
あ
る
八
世
・
盛
記
（
一
七
八
六
年
生
ま
れ
）
は
、

一
八
二
七
年
に
御
番
所
御
番
親
雲
上
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
職
歴

は
な
く
、
一
八
六
〇
年
に
数
え
七
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
八
世
・
盛
演
の
長
男
で
あ
る
九
世
・
盛せ
い

昭し
ょ
う（
一
八
〇
二

年
生
ま
れ
）
は
、
一
八
三
五
年
に
大
美
御
殿
代
官
筆
者
と
な
り
、

一
八
三
八
年
に
は
黄
冠
に
陞
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
職
歴
等
が
な
く
、

一
八
五
一
年
に
数
え
五
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の

弟
で
あ
る
次
男
・
三
男
は
カ
タ
カ
シ
ラ
を
結
っ
た
後
、
職
に
就
か
ず
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『
元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
に
つ
い
て
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)

序
論
・
総
論
を
除
く
と
、
本
文
記
事
は
和
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
家
譜
編
纂
の
最
初
期
に
作
成
さ
れ
た
家
譜
の
形
式
は
、『
中
山
世
鑑
』

の
よ
う
な
和
文
体
で
、
こ
れ
が
【
史
料
２
】
の
「
か
な
交
」
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
羽
地
朝
秀
の
段
階
で
作
成
し
た
家
譜
の
形
式（「
か

な
交
」）
が
、【
史
料
２
】
の
乾
隆
期
ま
で
運
用
さ
れ
て
い
た
、
と
本
稿
で
は
推
測
し
、

行
論
を
進
め
て
い
る
。

 

12
「
掠
入
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
美
季
「
近
世
琉
球
の
社
会
と
身
分
―
家
譜
と
い
う

特
権
―
」（
大
西
秀
之
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
内
海
世
界
の
交
流
史
―
周
縁
地
域

に
お
け
る
社
会
制
度
の
形
成
―
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
伊
集
守
道
「
近

世
琉
球
の
「
掠
入
」
と
生
子
証
文
の
機
能
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
五
〇
号
、

二
〇
二
三
年
）。

13

十
世
朝
根
の
譜
「
向
姓
家
譜  
湧
川
家
」（
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
） 

14

八
世
安
篤
の
譜
「
毛
姓
家
譜  

大
工
廻
家
」（『
那
覇
市
史 

資
料
篇 

家
譜
資
料
（
一
）』

那
覇
市
役
所
、
一
九
七
六
年
）。

 

15
「
首
里
王
府
法
令
之
部
」（
豊
見
山
和
行
編
『
１
９
９
９（
平
成
11
）
年
・
２
０
０
０（
同

12
）
度  

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
ｃ
）（
２
）  

研
究
成
果
報
告

書  

課
題
番
号
１
１
６
１
０
３
４
８  

琉
球
王
国
法
制
史
史
料
の
基
礎
的
研
究
』
琉

球
大
学
教
育
学
部
、
二
〇
〇
一
年
）。

 16

尚
家
文
書
四
三
三
号
「
嘉
慶
十
一
年
よ
り
道
光
七
年
亥
迄  
跡
目
僉
議  

地
頭
持  

評
定
所
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

17

島
村
幸
一
「
琉
球
の
「
歴
史
」
記
述
―
夏
氏
（
内
嶺
家
）・
毛
氏
（
豊
見
城
家
）

の
家
譜
記
事
と
正
史
記
述
を
中
心
に
―
」（『
立
正
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
九

号
、
二
〇
一
三
年
）。

 18

尚
豊
王
三
年
の
条
『
球
陽

　原
文
編
』（
角
川
書
店
一
九
七
四 

年
、
二
一
二
頁
）。

 19

尚
豊
王
六
年
の
条
（
前
掲
注（
18
） 『
球
陽

　原
文
編
』
二
一
三
頁
）。

 20

尚
家
文
書
六
五
号
「
冠
船
付
廻
文
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

 

21

前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。

 22

尚
家
文
書
一
三
八
号
「
丙
寅
冠
船
付
事
抜
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

 23

例
え
ば
、
徐
葆
光
「
中
山
傳
信
録
」
で
も
久
米
村
系
の
家
譜
を
確
認
し
、
世
系
図

を
引
用
し
て
い
る
（『
那
覇
市
史  

資
料
篇
第
一
巻
三  

冊
封
使
録
関
係
資
料  

原

文
編
』
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
七
年
）。

 

24

前
掲
注（
23
）、「
中
山
傳
信
録
」。

 

25
「
使
琉
球
紀
」（『
那
覇
市
史  

資
料
篇
第
１
巻
３  

冊
封
使
録
関
係
資
料  

原
文
編
』

那
覇
市
役
所
、
１
９
７
７
年
）

 26

前
掲
注（
３
）
田
名
論
文
、
前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。

27

前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。
大
城
直
也
「『
中
山
世
譜
』
と
「
冠
船
御
世
譜
」
に
関

す
る
一
試
論
」（『
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館

　博
物
館
紀
要
』
第
一
八
号
、

二
〇
二
五
年
）。

 

28

前
掲
注（
27
）
拙
稿
。

29

小
熊
誠
「
近
世
琉
球
の
士
族
門
中
に
お
け
る
姓
の
受
容
と
同
姓
不
結
」（
前
掲
注

（
２
）
小
熊
著
書
）。

 

30

小
熊
誠
氏
が
分
析
し
た
久
米
村
系
「
毛
氏
家
譜
」
に
は
、
一
一
〇
件
の
婚
姻
関
係

の
内
、
一
例
の
み
同
姓
不
婚
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
他
の

久
米
村
系
門
中
で
は
ど
う
な
の
か
。
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
同
「
士
族

門
中
」（
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
財
課
史
料
編
集
班
編
『
沖
縄
県
史

　各
論
編
第
九

巻

　民
俗
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二
五
一
頁
）。

−123−（8）

概
　要

　『元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
は
、
令
和
四
年
度
に
金
城
清
子
氏
よ
り
当
館
へ
寄
贈

さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、『
氏
集

　首
里
那
覇
』（
注
１
）
の
二
番-

二
五
六
に
当
た

る
（
注
２
）。
こ
れ
ま
で
、
那
覇
市
や
沖
縄
県
に
よ
る
家
譜
収
集
事
業
に
お
い
て

実
物
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
、
世
系
図
に
「
首
里
之
印
」
の
朱
方
印

が
押
さ
れ
た
家
格
護
の
家
譜
で
あ
る
。
元
祖
（
立
口
）
は
、
元
げ
ん
か
い
ぎ
ょ
く

開
極
・
糸い
と
か
ず数
知ち
ね
ん念

親
雲
上
庸よ
う
ち
ゅ
う
忠
か
ら
数
え
て
三
世
の
元
げ
ん
こ
く
し
ょ
う

國
祥
・
知
念
子
庸よ
う
え
い盈
の
長
男
・
庸よ
う
せ
い正
で
あ
る
。

庸
正
は
四
世
と
表
記
さ
れ
、
本
家
譜
の
世
系
図
に
は
十
世
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　元
姓
の
名
乗
頭
は
「
庸
」
で
あ
る
が
、
七
世
・
庸よ
う
た
い泰
の
息
子
た
ち
（
八
世
）
か

ら
名
乗
頭
が
「
盛
」
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
七
世
・
庸
泰
の

長
男
・
盛せ
い
え
ん演
の
本
名
が
庸よ
う
ぜ
ん善
、
次
男
・
盛せ
い
き記
は
庸よ
う
嘉か

と
注
釈
が
つ
い
て
お
り
、
各

人
の
記
事
に
は
、「
本
名
乗
頭
字
庸
た
り
と
い
え
ど
も
、
字
性
悪
敷
に
よ
り
訟
を

奏
し
て
、
盛
に
改
む
。
こ
れ
に
よ
り
、
以
後
盛
の
字
を
用
い
る
な
り
。」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
七
世
・
庸
泰
の
三
男
・
盛せ
い
憙き

に
は
名
乗
頭
に
庸
の
字
は
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
盛
憙
が
生
ま
れ
た
一
七
九
〇
年
ま
で
に
訴
え
が
認
め
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、『
氏
集

　首
里
那
覇
』
の
二
番-

二
五
五
の
「
元

氏

　仲な
か
み
ね嶺
筑
登
之
親
雲
上
」
と
は
、
一
世
が
共
通
し
て
い
る
。
二
番-

二
五
五
の

方
は
、
一
世
・
庸
忠
の
次
男
で
あ
る
元げ
ん
け
ん
く
ん

建
勲
・
知
念
筑
登
之
盛せ
い
じ
ゅ
う
重
が
元
祖
（
立
口
）

で
、
二
番-

二
五
六
の
四
世
・
庸
正
か
ら
二
世
代
前
に
相
当
す
る
が
、
名
乗
頭
に

盛
が
使
わ
れ
て
い
る
。
実
物
資
料
の
所
在
が
不
明
な
の
で
確
認
で
き
な
い
が
、
後

追
い
で
名
前
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

　『元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
の
紀
録
は
、
元
姓
の
分
家
と
し
て
四
世
の
庸
正
・
知

念
筑
登
之
親
雲
上
の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
筑
登
之
家
の
筋
目

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
筑
登
之
座
敷
（
従
九
品
）
か
ら
黄
冠
に

叙
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
紀
録
中
で
最
も
高
い
位
階
に

陞
っ
た
者
は
八
世
・
盛
演
で
、
一
八
二
六
年
に
勢
頭
座
敷
（
従
六
品
）

に
叙
せ
ら
れ
た
。

　元
祖
（
立
口
）
で
あ
る
四
世
・
庸
正
（
一
六
六
四
年
生
ま
れ
）
は
、

一
六
八
〇
年
に
元
服
後
、
一
七
三
〇
年
に
黄
冠
に
叙
せ
ら
れ
た
が
、

職
歴
が
な
い
ま
ま
一
七
四
五
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
五
世
や
六
世

も
職
歴
は
な
い
。
一
方
、
七
世
・
庸よ

う

長ち
ょ
う（
一
七
五
五
年
生
ま
れ
）

は
、
一
七
九
五
年
に
王
府
の
道
具
を
管
理
す
る
御
道
具
当
筆
者
、

一
八
一
一
年
に
は
野の

嵩だ
け
御
殿
の
取
次
や
祭
事
を
担
当
す
る
野
嵩
御
殿

庫
理
大
屋
子
と
な
っ
た
。
そ
の
弟
で
あ
る
七
世
・
庸
泰
（
一
七
五
八

年
生
ま
れ
）
は
、
一
七
八
二
年
に
御
番
所
御
番
筑
登
之
と
な
り
、

一
七
九
三
年
に
は
給
地
蔵
筆
者
と
い
う
各
間
切
か
ら
集
め
ら
れ
る
上

納
物
を
司
る
部
署
の
役
職
を
得
た
こ
と
か
ら
、
国
王
よ
り
御
玉
貫
一

双
を
賀
賜
さ
れ
た
。
こ
の
兄
弟
の
父
親
で
あ
る
六
世
・
庸よ
う
松し
ょ
うの
継
室

は
士
（
サ
ム
レ
ー
）
の
表
ひ
ょ
う
う
じ氏
出
身
（
玉た
ま
よ
せ寄
仁
屋
娘
）
と
記
さ
れ
て
お

り
、
本
家
譜
中
で
初
め
て
士
出
身
の
室
（
妻
）
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
辺
り
の
何
ら
か
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
、
息
子
た
ち
に
筆
者

等
の
勤
め
を
も
た
ら
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他
例
を
比
較

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
七
世
・
庸
泰
の
長
男
で
あ
る
八
世
・

盛
演
（
一
七
八
二
年
生
ま
れ
）
は
、
一
八
一
四
年
に
御
茶
屋
筆
者
、

一
八
二
一
年
に
山
奉
行
筆
者
、
一
八
二
六
年
に
請
地
代
官
主
取
と
な

っ
た
。
そ
の
弟
で
あ
る
八
世
・
盛
記
（
一
七
八
六
年
生
ま
れ
）
は
、

一
八
二
七
年
に
御
番
所
御
番
親
雲
上
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
職
歴

は
な
く
、
一
八
六
〇
年
に
数
え
七
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
八
世
・
盛
演
の
長
男
で
あ
る
九
世
・
盛せ
い

昭し
ょ
う（
一
八
〇
二

年
生
ま
れ
）
は
、
一
八
三
五
年
に
大
美
御
殿
代
官
筆
者
と
な
り
、

一
八
三
八
年
に
は
黄
冠
に
陞
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
職
歴
等
が
な
く
、

一
八
五
一
年
に
数
え
五
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の

弟
で
あ
る
次
男
・
三
男
は
カ
タ
カ
シ
ラ
を
結
っ
た
後
、
職
に
就
か
ず

１）沖縄県立博物館・美術館　〒９００-０００６　沖縄県那覇市おもろまち ３-１-１

Okinawa Prefectural Museum ＆ Art Museum, ３-１-１, Omoromachi, Naha, Okinawa ９００-０００６, Japan

沖縄県立博物館・美術館，博物館紀要（Bull. Mus., Okinawa Pref. Mus. Art Mus.），№１9, pp. 111（20）-122（9）. ２０２6
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『
元
姓
家
譜
』（
知
念
家
）
に
つ
い
て
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 1
)

序
論
・
総
論
を
除
く
と
、
本
文
記
事
は
和
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
家
譜
編
纂
の
最
初
期
に
作
成
さ
れ
た
家
譜
の
形
式
は
、『
中
山
世
鑑
』

の
よ
う
な
和
文
体
で
、
こ
れ
が
【
史
料
２
】
の
「
か
な
交
」
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
羽
地
朝
秀
の
段
階
で
作
成
し
た
家
譜
の
形
式（「
か

な
交
」）
が
、【
史
料
２
】
の
乾
隆
期
ま
で
運
用
さ
れ
て
い
た
、
と
本
稿
で
は
推
測
し
、

行
論
を
進
め
て
い
る
。

 

12
「
掠
入
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
美
季
「
近
世
琉
球
の
社
会
と
身
分
―
家
譜
と
い
う

特
権
―
」（
大
西
秀
之
ほ
か
編
『
東
ア
ジ
ア
内
海
世
界
の
交
流
史
―
周
縁
地
域

に
お
け
る
社
会
制
度
の
形
成
―
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
伊
集
守
道
「
近

世
琉
球
の
「
掠
入
」
と
生
子
証
文
の
機
能
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
五
〇
号
、

二
〇
二
三
年
）。

13

十
世
朝
根
の
譜
「
向
姓
家
譜  
湧
川
家
」（
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
） 

14

八
世
安
篤
の
譜
「
毛
姓
家
譜  

大
工
廻
家
」（『
那
覇
市
史 

資
料
篇 

家
譜
資
料
（
一
）』

那
覇
市
役
所
、
一
九
七
六
年
）。

 

15
「
首
里
王
府
法
令
之
部
」（
豊
見
山
和
行
編
『
１
９
９
９（
平
成
11
）
年
・
２
０
０
０（
同

12
）
度  

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
ｃ
）（
２
）  

研
究
成
果
報
告

書  

課
題
番
号
１
１
６
１
０
３
４
８  

琉
球
王
国
法
制
史
史
料
の
基
礎
的
研
究
』
琉

球
大
学
教
育
学
部
、
二
〇
〇
一
年
）。

 16

尚
家
文
書
四
三
三
号
「
嘉
慶
十
一
年
よ
り
道
光
七
年
亥
迄  
跡
目
僉
議  

地
頭
持  

評
定
所
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

17

島
村
幸
一
「
琉
球
の
「
歴
史
」
記
述
―
夏
氏
（
内
嶺
家
）・
毛
氏
（
豊
見
城
家
）

の
家
譜
記
事
と
正
史
記
述
を
中
心
に
―
」（『
立
正
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
二
九

号
、
二
〇
一
三
年
）。

 18

尚
豊
王
三
年
の
条
『
球
陽

　原
文
編
』（
角
川
書
店
一
九
七
四 

年
、
二
一
二
頁
）。

 19

尚
豊
王
六
年
の
条
（
前
掲
注（
18
） 『
球
陽

　原
文
編
』
二
一
三
頁
）。

 20

尚
家
文
書
六
五
号
「
冠
船
付
廻
文
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

 

21

前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。

 22

尚
家
文
書
一
三
八
号
「
丙
寅
冠
船
付
事
抜
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）。

 23

例
え
ば
、
徐
葆
光
「
中
山
傳
信
録
」
で
も
久
米
村
系
の
家
譜
を
確
認
し
、
世
系
図

を
引
用
し
て
い
る
（『
那
覇
市
史  

資
料
篇
第
一
巻
三  

冊
封
使
録
関
係
資
料  

原

文
編
』
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
七
年
）。

 

24

前
掲
注（
23
）、「
中
山
傳
信
録
」。

 

25
「
使
琉
球
紀
」（『
那
覇
市
史  

資
料
篇
第
１
巻
３  

冊
封
使
録
関
係
資
料  

原
文
編
』

那
覇
市
役
所
、
１
９
７
７
年
）

 26

前
掲
注（
３
）
田
名
論
文
、
前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。

27

前
掲
注（
４
）
麻
生
論
文
。
大
城
直
也
「『
中
山
世
譜
』
と
「
冠
船
御
世
譜
」
に
関

す
る
一
試
論
」（『
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館

　博
物
館
紀
要
』
第
一
八
号
、

二
〇
二
五
年
）。

 

28

前
掲
注（
27
）
拙
稿
。

29

小
熊
誠
「
近
世
琉
球
の
士
族
門
中
に
お
け
る
姓
の
受
容
と
同
姓
不
結
」（
前
掲
注

（
２
）
小
熊
著
書
）。

 

30

小
熊
誠
氏
が
分
析
し
た
久
米
村
系
「
毛
氏
家
譜
」
に
は
、
一
一
〇
件
の
婚
姻
関
係

の
内
、
一
例
の
み
同
姓
不
婚
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
他
の

久
米
村
系
門
中
で
は
ど
う
な
の
か
。
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
同
「
士
族

門
中
」（
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
財
課
史
料
編
集
班
編
『
沖
縄
県
史

　各
論
編
第
九

巻

　民
俗
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
〇
年
、
二
五
一
頁
）。

−122−（9）




